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第
一
節

古
代
「
女
帝
」
の
適
法
性

第
一
項

〞
天
壌
無
窮
の
神
勅
〝
も
「
ノ
リ
」

第
二
項

女
帝
」
も
公
認
し
た
大
宝
令

第
二
節

六
方
八
代
の
継
承
事
情

第
一
項

危
機
に
推
戴
さ
れ
た
推
古
女
帝

第
二
項

重
祚
さ
れ
た
皇
極＝

斉
明
女
帝

第
三
項

直
系
継
承
に
努
め
た
持
統
女
帝

第
四
項

国
家
の
法
」
は
「
子
孫
相
承
」

第
五
項

天
智
天
皇
に
よ
る
「
不
改
常
典
」

第
六
項

中
継
ぎ
の
元
明
女
帝
と
元
正
女
帝

第
七
項

二
度
即
位
の
孝
謙＝

称
徳
女
帝

第
三
節

六
方
八
代
の
徳
治
と
功
績
（
以
下
次
号
）

第
四
節

新
羅
・
唐
と
日
本
の
異
同

は
じ
め
に

視
点
・
論
点

日
本
の
天
皇
は
、
今
上
陛
下
で
第
一
二
五
代
と
数
え
ら
れ
る
（
他
に
北

朝
五
代
併
存
）。
そ
の
う
ち
、
八
方
十
代
が
「
女
帝
」
で
あ
り
、
し
か
も

六
方
八
代
は
飛
鳥
・
奈
良
時
代
（
ほ
ぼ
七
・
八
世
紀
）
に
集
中
し
て
い
る

（
お
二
方
は
生
涯
に
二
度
践
祚
さ
れ
た
）。

こ
の
よ
う
な
史
実
は
、
わ
が
国
で
前
後
の
時
代
に
例
が
な
く
、
ま
た
東

洋
で
も
西
洋
で
も
ほ
と
ん
ど
見
あ
た
ら
な
い
。
そ
れ
は
何
故
可
能
に
な
っ

た
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
素
朴
な
疑
問
を
可
能
な
限
り
解
き
明
か
す
こ
と

が
、
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
、
二
つ
の
視
点
か
ら
迫
っ
て
み
た
い
。
一
つ
は
、「
女
帝
」

が
広
義
の
〞
法
〝
に
適
っ
て
い
た
か
ら
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
〞
法
〝
と
は

ど
の
よ
う
な
も
の
か
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
そ
の
「
女
帝
」
と
な
っ
た



方
々
が
〞
天
皇
〝
と
し
て
の
資
質
を
備
え
役
割
を
果
た
さ
れ
た
か
ら
だ
と

す
れ
ば
、
そ
の
治
績
と
り
わ
け
君
徳
に
よ
る
〞
徳
治
〝
は
ど
の
よ
う
に
行

わ
れ
た
か
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
「
女
帝
」（
女
王
）
は
、
古
代
ア
ジ
ア
の
近
国

（
中
国
・
朝
鮮
諸
国
）
に
例
が
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
彼
我
に
は

ど
の
よ
う
な
異
同
が
あ
る
の
か
、
も
比
較
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
前
の
二
点
を
中
心
に
検
証
す
る
が
、
最
後
の
第
三
点
に
も

簡
単
に
論
究
す
る
。

序

廣
池
千
九
郎
の
「
法＝
ノ
リ
」
論

ま
ず
〞
法
〝
と
は
何
か
。
そ
れ
は
成
文
法
だ
け
で
な
く
、
不
文
の
慣
習

法
も
含
め
て
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
語
義
に
つ
い
て
最
も
詳
し
く

究
明
さ
れ
た
の
が
、
廣
池
千
九
郎
博
士
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

今
で
は
「
モ
ラ
ロ
ジ
ー
」
の
学
祖
（
創
始
者
）
と
し
て
内
外
に
知
ら
れ

る
博
士
（
慶
応
三
年＝

一
八
六
六
〜
昭
和
十
三
年＝

一
九
三
八
）
は
、
そ

れ
以
前
か
ら
東
洋
法
制
史
の
研
究
に
専
念
し
て
、
明
治
三
十
八
年
（
一
九

〇
五
・
四
十
歳
）『
東
洋
法
制
史
序
論
』
を
出
版
さ
れ
、
続
い
て
「
支
那

古
代
親
族
法
」
と
「
韓
国
親
族
法
」
等
の
研
究
を
『
東
洋
法
制
史
本
論
』

と
題
す
る
大
著
に
纏
め
あ
げ
、
大
正
元
年
（
一
九
一
二
・
四
十
七
歳
）
に

東
京
帝
国
大
学
か
ら
法
学
博
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
『
序
論
』
は
、
副
題
で
「
東
洋
に
於
け
る
法
律
と
い
ふ
語
の
意
義

の
研
究
」
と
断
っ
て
あ
る
と
お
り
、
ま
さ
に
「
全
篇
も
つ
ぱ
ら
法
律
の
語

義
の
探
究
に
終
始
す
る
」。
そ
の
中
に
、
古
代
中
国
の
法
律
に
関
す
る
用

語
だ
け
で
な
く
、「
そ
れ
に
対
比
す
べ
き
わ
が
国
の
ノ
リ
と
い
う
語
の
意

義
」
も
解
明
さ
れ
て
い
る
。
端
的
に
九
章
の

１
）

結
論
の
み
抄
出
す
れ
ば
、
左

の
通
り
で
あ
る
。

「
ノ
ル
と
云
ふ
語
は
、
ノ
ブ
と
云
ふ
語
の
一
部
分
な
る
、
宣
ブ
述
ブ

と
同
一
と
見
る
べ
き
も
の
な
る
事
は
…
…
其
語
源
が
延
長
増
大
と
云

ふ
意
義
を
有
す
る
よ
り
、
第
一
に
は
、
宣
ブ
の
如
く
に
、

に
、
人

の
思
想
を
發
表

ハキイダス
し
、
演
述
ノ
ブ
ル

す
る
と
云
ふ
事
の
み
に
止
ら
ず
し
て
、

更
に
、
第
二
に
は
、
思
想
發
表
の
方
法
が
、
必
ず
、
他
に
對
し
、
高

聲
の
言
語
を
以
て
、
之
に
事
を
告
ぐ
る
と
云
ふ
意
義
を
含
む
も
の
ゝ

如
し
。」

「
日
本
に
在
り
て
は
、
ノ
リ
と
は
、
天
皇
の
宣

な
る
が
故
に
、
其

意
義
、
素
よ
り
天
地
の
大
道
に
合
し
、
極
め
て
神
聖
な
る
も
の
と
し

て
、
國
民
に
尊
崇
せ
ら
る
ゝ
よ
り
、
自
ら
、
支
那
の
法
律
と
云
ふ
語

の
如
く
に
、
こ
の
ノ
リ
と
云
ふ
語
も
、
必
ず
、
善
に
し
て
、
他
の
模

範
と
な
る
べ
き
も
の
な
り
と
の
意
義
を
生
ず
る
に
至
れ
り
。
是
に
於

て
、
ノ
リ
と
云
ふ
語
は
、
遂
に
一
般
事
物
の
法
則
、
模
範
、
標
準
な

ど
云
ふ
語
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
、
凡
そ
、
漢
字
の
、
則
矩
規

度
典
經

模
範
式
軌
猷
徳
道
辟

準
な
ど
云
へ
る
語
は
、
古
く
、
皆
ノ
リ
と
和

訓
せ
ら
れ
て
あ
る
を
見
る
な
り
。」

つ
ま
り
、
大
和
言
葉
の
「
ノ
リ
」
は
、
人
が
考
え
を
言
葉
で
述
べ
告
げ

る
も
の
、
と
り
わ
け
天
皇
が
臣
民
に
示
さ
れ
る
「
規
範
と
な
る
べ
き
も
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の
」
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
、
本
来
そ
の
多
く
は
口
頭
で
宣

さ
れ
た

「
宣
言
」「
告のり
言ごと
」（→

詔
勅

みことのり
・
宣せん
命みよう）
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
単
行
な

い
し
集
成
さ
れ
た
成
文
法
を
も
含
め
て
、「
ノ
リ
」
と
い
う
法
概
念
が
形

成
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

つ
ぎ
に
、
わ
が
国
の
天
皇
（
皇
室
）
は
、
明
治
の
憲
法
で
「
万
世
一

系
」
と
表
示
さ
れ
た
が
、
そ
の
な
か
に
正
式
の
天
皇
と
し
て
八
方
十
代
の

「
女
帝
」
も
含
ま
れ
る
。
か
よ
う
な
「
万
邦
無
比
の
皇
家
」
は
何
故
に
続

き
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
は
、
ま
さ
に
廣
池
博
士
の
重
大
な
関
心
事
で
あ
り
、
そ
の
「
原

因
の
考
査
」
結
果
を
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）『
道
徳
科
学
の
論
文
』
第

十
三
章
に
次
の
如
く
述
べ
て
お
ら

２
）

れ
る
。

「
日
本
の
皇
室
の
ご
と
く
、
一
国
の
主
権
を
握
り
た
る
万
世
一
系
の

家
は
、
全
世
界
中
に
日
本
の
皇
室
の
ほ
か
全
く
な
い
の
で
あ
り
ま

す
。
且
つ
日
本
の
皇
室
に
は
姓せい
氏し
が
あ
り
ま
せ
ぬ
。
こ
れ
は
日
本
の

国
家
そ
の
も
の
が
す
な
わ
ち
皇
室
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
か
く

て
日
本
の
皇
室
は
、
他
の
個
人
と
か
、
他
の
家
と
か
、
他
の
民
族
と

か
い
う
も
の
と
対
立
し
て
お
る
の
で
な
く
、
日
本
に
お
い
て
は
全
く

絶
対
的
に
あ
ら
せ
ら
る
る
の
で
あ
り
ま
す
。

か
く
の
ご
と
き
尊
き
御
家
柄
を
御
構
成
あ
そ
ば
さ
れ
た
真
の
原
因

は
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
、
畏おそ
れ
な
が
ら
今
回
、

そ
の
御
祖
先
た
る
天
照
大
神

あまてらすおおみかみ
の
絶
大
な
る
御
聖
徳
と
歴
代
天
皇
の

最
高
道
徳
と
に
よ
り
て
成
り
立
っ
た
も
の
で
、
い
わ
ゆ
る
大
積
善
の

余よ
慶けい
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
明
白
に
且
つ
確
実
に
判わか
っ
て
、
そ
の

理
由
が
科
学
的
に
証
明
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。」

す
な
わ
ち
、
日
本
の
皇
室
（
天
皇
）
が
「
万
世
一
系
」
と
称
さ
れ
う
る

格
別
な
（
姓
氏
も
不
要
な
）
唯
一
の
「
尊
き
御
家
柄
」
を
形
成
し
保
持
さ

れ
て
き
た
「
真
の
原
因
」
は
、
神
話
上
の
「
御
祖
先
た
る
天
照
大
神
の
絶

大
な
御
聖
徳
」
と
共
に
、
具
体
的
な
「
歴
代
天
皇
の
最
高
道
徳
」
と
に
よ

っ
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
大
積
善
の
余
慶
」
に
よ
っ

て
可
能
な
こ
と
が
「
科
学
的
に
証
明
さ
れ
た
」
と
い
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
結
論
（
証
明
）
は
、
現
代
の
一
般
的
な
歴
史
家
な
ど
か

ら
、
直
ち
に
理
解
さ
れ
難
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
天
皇
（
皇
室
）

が
「
万
世
一
系
」
と
い
う
場
合
、
歴
史
の
源
流
と
し
て
神
話
を
視
野
に
入

れ
、
と
り
わ
け
記
紀
な
ど
で
「
天
照
大
神
」
が
「
皇
祖
神
」
と
信
じ
ら
れ

仰
が
れ
て
き
た
伝
承
の
も
つ
意
味
は
、
十
分
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
「
万
世
一
系
」
と
い
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん
血
統
が
同
一
家
系
で
永

く
続
い
て
い
る
、
と
い
う
生
物
的
な
事
実
も
重
要
な
が
ら
、
そ
れ
だ
け
で

な
く
、
皇
位
を
受
け
継
が
れ
た
歴
代
天
皇
の
多
く
が
示
さ
れ
た
治
績
、
と

り
わ
け
自
ら
徳
性
を
養
い
〞
徳
治
〝
に
努
め
ら
れ
た
、
と
い
う
道
徳
的
な

実
績
の
も
つ
意
味
も
、
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
わ
が
国
の
古
代
に
多
い
「
女
帝
」
の
存
在
理
由
を
解
明
す
る

に
あ
た
っ
て
も
、
神
話
・
伝
承
に
留
意
し
、
ま
た
六
方
八
代
の
徳
性
・
徳

治
に
注
目
し
て
、
以
下
そ
の
実
情
を
検
証
す
る
。
た
だ
、
紙
幅
の
制
約
に

よ
り
、
史
実
・
史
料
の
例
示
は
最
小
限
に
留
め
る
ほ
か
な
い
。

古代「女帝」の適法性と徳治の検証



第
一
節

古
代
「
女
帝
」
の
適
法
性

日
本
の
古
代
に
「
女
帝
」
が
多
く
即
位
さ
れ
た
の
は
、
そ
れ
が
決
し
て

不
当
だ
と
か
不
法
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の

社
会
的
背
景
と
し
て
は
、
一
万
年
に
も
亘
る
縄
文
時
代
の
日
本
列
島
で
、

生
命
を
産
み
育
て
る
〞
母
性
〝
を
尊
重
す
る
慣
習
・
信
仰
が

３
）

あ
り
、
そ
れ

が
以
後
の
日
本
社
会
に
も
根
強
く
残
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

第
一
項

〞
天
壌
無
窮
の
神
勅
〝
も
「
ノ
リ
」

こ
の
よ
う
な
基
層
の
慣
習
、
信
仰
お
よ
び
口
誦
の
古
伝
な
ど
に
よ
っ
て

纏
め
あ
げ
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
記
紀
の
神
話
で
は
、
天
照
大
神
（
大
日

貴
尊
）
が
明
ら
か
に
女
神
と
し
て
描
か

４
）

れ
る
。
つ
い
で
弟
の
素
戔
嗚
尊
と

の
〞
物もの
実ざね
〝
の
交
換
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
天
忍
穂
耳
尊
が
「
天
照
大
神
之

子
」
と
さ
れ
、
そ
の
御
子
の
瓊
々
杵
尊
は
「
皇
孫
」
と
伝
え
ら
れ
る
。

た
だ
、『
日
本
書
紀
』
神
代
下
に
よ
れ
ば
、「
皇
孫
」
の
瓊
々
杵
尊
は
、

天
忍
穂
耳
尊
が
「
高
皇
産
霊
尊
之
女
」

幡
千
々
姫
（
記
で
は
萬
幡
豊
秋

津
姫
）
を
娶
っ
て
生
ま
れ
て
い
る
の
で
、
外
祖
父
の
高
皇
産
霊
尊
を
「
皇

祖
」
と
記
し
て
お
り
、
そ
の
外
祖
父
に
よ
っ
て
「
憐
愛
」・「
崇
養
」
さ
れ

た
「
皇
孫
」（
い
わ
ば
母
系
の
孫
）
の
瓊
々
杵
尊
を
「
葦
原
中
国
之
主
」

に
立
て
よ
う
と
さ
れ
た
と
い
う
。

し
か
し
、
同
じ
『
日
本
書
紀
』
神
代
下
の
一
書
で
は
、
天
照
大
神
が

「
吾
児
」
の
天
忍
穂
耳
尊
に
代
っ
て
「
皇
孫
」
の
瓊
々
杵
尊
を
葦
原
中
国

へ
降
そ
う
と
し
て
、「
三
種
宝
物
」（
神
器
）
と
「
天
壌
無
窮
」
の
神
勅
を

賜
わ
っ
た
と
い
う
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
天
照
大
神
が
瓊
々
杵
尊
を
「
皇
孫
」
と
さ
れ
、
降
臨

せ
し
め
る
「
葦
原
千
五
百
秋
の
瑞
穂
国
」
は
「
吾
子
孫
可

王きみ
之
地
」
と

し
て
「
勅
」（
の
り
ご
と
）
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
祖
母

に
あ
た
る
天
照
大
神
が
「
皇
祖
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
現
に
『
日
本
書

紀
』
の
神
武
天
皇
即
位
前
紀
（
戊
午
条
）
を
み
て
も
、
東
征
途
上
で
道
に

迷
わ
れ
た
神
武
天
皇
が
、
天
照
大
神
か
ら
夢
告
に
よ
っ
て
遣
わ
さ
れ
た
八

咫
烏
の
導
き
を
え
ら
れ
た
際
、「
我﹅
皇﹅
祖﹅
天
照
大
神
欲

以
助

成
基

業

あまつひつぎ

乎
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
神
代
紀
で
は
、「
皇
孫
」
の
瓊
々
杵
尊
が
、
母
方
の
祖
父
に

あ
た
る
高
皇
産
霊
神
か
ら
も
、
父
方
の
祖
母
に
あ
た
る
天
照
大
神
か
ら

も
、
指
令
を
受
け
て
葦
原
中
国＝

瑞
穂
国
へ
降
臨
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

事
実
、
神
武
天
皇
即
位
前
紀
（
甲
寅
条
）
に
よ
れ
ば
、「
昔
我﹅
天﹅
神﹅
高

皇
産
霊
尊
・
大
日
靈
尊
（
天
照
大
神
）
挙

此
豐
葦
原
瑞
穗
国

而
授

我﹅

天﹅
祖﹅
彦
火
瓊
々
杵
尊

」
と
並
記
さ
れ
て
お
り
、
母
方
と
父
方
の
両
祖
父

（
皇
祖
）
か
ら
瑞
穂
国
を
授
け
ら
れ
た
、
と
の
伝
承
認
識
が
明
示
さ
れ
て

い
る
。

こ
の
よ
う
な
神
話
伝
承
は
、
い
わ
ゆ
る
史
実
そ
の
も
の
と
は
考
え
難

い
。
と
は
い
え
、
神
武
天
皇
を
初
代
と
す
る
皇
室
に
祖
先
が
お
ら
れ
た
こ

と
は
、
誰
し
も
疑
う
余
地
が
な
い
。
そ
の
祖
先
た
ち
の
御
霊
を
カ
ミ
と
仰

ぎ
、
と
り
わ
け
神
武
天
皇
の
曽
祖
父
神
と
さ
れ
る
瓊
々
杵
尊
が
、
母
方
と

父
方
の
両
祖
父
（
皇
祖
）
よ
り
瑞
穂
国
を
授
け
ら
れ
た
こ
と
、
し
か
も
祖
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母
神
の
天
照
大
神
か
ら
瑞
穂
国
を
「
吾
子
孫
の
王
た
る
べ
き
地
」
と
し
て

統
治
を
委
ね
ら
れ
た
こ
と
が
〞
神
勅
〝
の
形
で
纏
め
ら
れ
伝
え
ら
れ
て
き

た
意
味
は
極
め
て
大
き
い
。

特
に
天
照
大
神
か
ら
下
さ
れ
た
と
い
う
〞
天
壌
無
謬
の
神
勅
（
の
り
ご

と
）〝
は
、
九
州
か
ら
畿
内
に
東
征
し
て
大
和
で
拠
点
を
築
か
れ
た
神
武

天
皇
、
お
よ
び
そ
の
勢
力
を
次
第
に
広
げ
て
国
内
の
統
一
に
努
め
ら
れ
た

大
和
朝
廷
（
王
権
）
の
歴
代
天
皇
（
大
王
おおきみ

）
に
と
っ
て
、
こ
の
瑞
穂
国

（
日
本
や
ま
と

）
を
正
当
に
統
治
し
永
久
に
保
持
す
べ
き
重
要
な
典
拠
・
規
範＝

「
ノ
リ
」
と
な
り
、
格
別
に
尊
重
さ
れ
て
き
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

第
二
項

女
帝
」
も
公
認
し
た
大
宝
（
養
老
）
令

前
述
の
神
話
（
神
代
史
）
を
載
せ
る
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
が

完
成
し
た
の
は
奈
良
初
期
（
七
一
二
年
・
七
二
〇
年
）
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
の
編
纂
開
始
は
飛
鳥
時
代
の
天
武
天
皇
朝
（
在
位
六
七
二
〜
六
八

六
年
）
で
あ
り
、
当
時
す
で
に
欽
明
天
皇
朝
（
在
位
五
三
九
〜
五
七
一

年
）
こ
ろ
か
ら
筆
録
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
「
帝
紀
」（
帝
皇
日
嗣
記
録
）

と
「
旧
辞
」（
神
話
伝
説
集
成
）
が
、
朝
廷
の
周
辺
に
流
布
し
て
い
た
。

と
り
わ
け
有
力
氏
族
の
間
で
各
々
の
出
自
を
皇
室
（
皇
統
）
に
結
び
付
け

る
神
話
伝
説
な
ど
に
幾
多
の
異
伝
も
生
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
一
書
に
記
さ
れ
る
〞
天
壌
無
窮
の
神
勅
〝
は
、
い
つ
成
立
し
た
も

の
か
定
か
で
な
い
が
、
お
そ
ら
く
天
武
天
皇
朝
以
前
か
ら
あ
っ
た
古
伝
と

み
ら
れ
る
。
こ
の
中
核
を
な
す
「
吾
子
孫
の
王
た
る
べ
き
地
」
と
い
う

「
王
」（
大
王＝

天
皇
）
は
、
当
然
そ
の
子
孫
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
男

系
・
女
系
も
男
王
・
女
王
も
含
ま
れ
、
片
方
を
除
外
し
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
な
古
来
の
慣
習
・
伝
承
は
、
律
令
法
の
成
立
段
階
で
も
根
強

く
残
っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
一
方
、
中
国
の
律
令
法
は
、
秦
漢
以

来
、
体
系
的
に
整
備
さ
れ
修
訂
を
重
ね
て
隋
唐
に
及
ん
だ
が
、
そ
の
根
幹

に
周
代
以
来
の
父
系
（
男
系
）
家
族
（
宗
族
）
血
統
を
絶
対
視
す
る
男
尊

女
卑
的
な
思
想
が
貫
か
れ
て
い
る
。

そ
れ
を
飛
鳥
時
代
（
ほ
ぼ
七
世
紀
）
に
隋
唐
か
ら
学
び
、
日
本
の
実
情

に
あ
う
よ
う
修
正
を
加
え
て
作
ら
れ
た
の
が
、
大
宝
元
年
（
七
〇
一
）
成

立
の
「
大
宝
律
令
」（
十
数
年
後
そ
れ
を
一
部
修
訂
し
た
「
養
老
律
令
」）

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、「
大
宝
（
養
老
）
律
令
」
も
、
表
面
的
に

は
中
国
的
な
男
性
中
心
（
優
先
）
の
規
定
・
表
現
が
多
い
。

け
れ
ど
も
、
本
質
的
に
女
性
・
女
系
を
否
定
し
た
り
、
排
除
し
て
い
な

い
と
こ
ろ
に
、
日
本
的
な
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
代
表
的
な
一
例
が

「
継
嗣
令
」
で
あ
る
。
同
令
の
第
一
条
と
第
四
条
を
左
に
引
用
す
る
。

（
後
述
の
便
宜
上
、
第
一
条
を
Ａ
、
第
四
条
を
Ｂ
と
し
、
原
文
に
句

読
点
・
返
点
等
を
加
え
、『
令
集
解
』
の
語
釈
が
あ
る
字
句
に
（
イ
）

〜
（
ト
）
の
符
号
を
傍
ら
に
注
記
﹇

﹈
内
は
原
割
注
）。

Ａ

凡
ソ
皇

イ
）
ロ
）

ノ
兄
弟
・
皇
子
ハ
、
皆
為
ヨ
親

ハ
）
ニ
）
ホ
）
ヘ
）

王
ト
。﹇
女
帝
ノ
子
亦
同
ジ
。﹈

以
外
ハ

並
ビ
ニ

為
ヨ

諸
王
ト
。
自
リ

親
王

五
世
ハ
、
雖
ド
モ

得
ト

王
ノ
名
ヲ
、
不

在
ラ
皇
親
之
限
ニ
。

Ｂ

凡
ソ
王
娶
リ
親
王

ト
）

ヲ
、
臣
娶
ル
コ
ト
五
世
ノ
王
ヲ
者
聴
セ
。
唯
五
世
ノ

王
、
不

得

娶
ル
コ
ト
親
王
ヲ
。

古代「女帝」の適法性と徳治の検証



念
の
た
め
、
こ
れ
を
書
き
下
し
、
一
般
的
な
通
釈
を
丸
括
弧
内
に
加
え

て
お

５
）

こ
う
。

Ａ

お
よ
そ
皇
すめらぎの

兄
弟
・
皇
子
は
、
皆
親
王
と
為せ
よ
。﹇
女
帝
の
子
も

亦また
同
じ
。﹈
以
外
は
並
び
に
諸
王
と
為
よ
。
親
王
よ
り
五
世
は
、

王
の
名
を
得う
と
雖
ど
も
皇
親
の
限
り
に
在あ
ら
ず
。（
お
よ
そ
天
皇

の
兄
弟
と
皇
子
は
、
す
べ
て
親
王
と
す
る
。﹇
女
帝
の
子
も
ま
た

同
じ
扱
い
と
す
る
。﹈
親
王
よ
り
数
え
て
五
世
は
、
王
の
名
を
名

乗
り
う
る
け
れ
ど
も
、
皇
親
の
範
囲
に
入
ら
な
い
。）

Ｂ

お
よ
そ
親
王
を
娶めと
り
、
臣
が
五
世
の
王
を
娶
る
こ
と
は
聴ゆる
せ
。

唯
、
五
世
の
王
は
、
親
王
を
娶
る
こ
と
得
ず
。（
お
よ
そ
王
が
親

王＝

内
親
王
を
娶
る
こ
と
や
、
臣
が
五
世
の
王＝

女
王
を
娶
る
こ

と
は
聴
さ
れ
る
。
た
だ
皇
親
外
の
五
世
王
は
、
親
王＝

内
親
王
を

娶
る
こ
と
が
で
き
な
い
。）

こ
の
両
条
は
、
大
宝
元
年
（
七
〇
一
）
に
成
立
し
翌
二
年
か
ら
施
行
さ

れ
た
『
大
宝
令
』
文
が
、
養
老
二
年
（
七
一
八
）
こ
ろ
制
定
さ
れ
天
平
勝

宝
九
年
（
七
五
七
）
か
ら
施
行
さ
れ
た
『
養
老
令
』
文
に
受
け
継
が
れ
て

い
る
。
そ
れ
は
、
次
に
引
用
す
る
『
大
宝
令
』
の
注
釈
書
「
古
記
」（
天

平
十
年
こ
ろ
成
立
）
に
、
現
存
の
『
養
老
令
（
義
解
）』
と
同
文
の
キ
イ

ワ
ー
ド
が
掲
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
両
条
の
『
令

６
）

集
解
』（
平
安
前
期
編
纂
の
令
文
諸
注
釈

集
成
）
に
引
か
れ
て
い
る
主
な
語
釈
を
書
き
下
し
文
で
示
す
（
括
弧
内
に

解
釈
を
補
う
）。

イ
）古
記
に
云
は
く
、
未
だ
知
ら
ず
、
三
世
の
王
も
即
位
す
れ
ば
、
兄

弟
は
親
王
と
為
す
や

否
）

不
や
。
答
、
得
る
な
り
。

ロ
）穴
に
云
は
く
、
皇
の
姉
妹
も
皆
親
王
と
為
す
。

ハ
）﹇
女﹅
帝﹅
の﹅
子﹅
も
亦
同
じ
﹈。（
令
義
解
）
謂
いうこころは

（
女
帝
が
）
四﹅
世﹅

以﹅
上﹅
（
以
内
）
に﹅
嫁﹅
し﹅
て﹅
生﹅
む﹅
所﹅
に
拠
る
。
何
と
な
れ
ば
、
下
条

（
Ｂ
）
を
案
ず
る
に
、
五
世
王
は
親
王
（
内
親
王
）
を
娶
る
を
得

ず
と
為
す
故
な
り
。

ニ
）穴
に
云
は
く
、
女
帝
の
子
と
は
、
そ
の
兄
弟
な
る
者
も
文
（
意
）

を
兼
ね
て
述
べ
訖
ん
ぬ
。
故
に
只
、
子
を
顕
は
す
（
子
の
文
字
に

兄
弟
の
意
味
も
含
む
）
な
り
。

ホ
）朱
に
云
は
く
、
女
帝
の
子
も
亦
同
じ
と
は
、
未
だ
知
ら
ず
、
下
条

（
Ｂ
）
に
依
り
、
四
世
王
以
上
（
以
内
）
が
親
王
（
内
親
王
）
を

娶
る
べ
し
。
も
し
令
に
違
ひ
て
（
五
世
王
以
下
が
）
娶
ら
ば
、
女﹅

帝﹅
の﹅
生﹅
め﹅
る﹅
子﹅
は
、
親
王
と
為
す
や

否
）

不
や
何いかん。

ヘ
）古﹅
記﹅
に
云
は
く
、
女﹅
帝﹅
の﹅
子﹅
も﹅
亦﹅
同﹅
じ﹅
。
謂
は
、
父
が
諸
王
と
雖

も
（
女
帝
の
子
は
）
猶
親
王
と
為
す
。
父
が
諸
王
た
ら
ば
、
女﹅
帝﹅

の﹅
兄﹅
弟﹅
（
姉
妹
）
は﹅
、
男﹅
帝﹅
の﹅
兄﹅
弟﹅
（
姉
妹
）
と﹅
一﹅
種﹅
（
同
様
に

親
王
・
内
親
王
と
為
す
）
な
り
。

ト
）古
記
に
云
は
く
、（
臣
が
）
五
世
の
王
を
娶
る
こ
と
は
聴
や
。
謂

は
、
広
く
庶
人
に
至
り
て
臣
と
称
す
る
な
り
。

以
上
の
大
宝＝

養
老
「
継
嗣
令
」
原
文
お
よ
び
天
平
の
「
古
記
」
や
平

安
前
期
ま
で
に
で
き
た
注
釈
（
穴
・
朱
）
を
見
れ
ば
、
お
よ
そ
八
世
紀
か
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ら
九
世
紀
に
か
け
て
の
法
意
・
通
念
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
箇

条
書
的
に
ま
と
め
て
い
え
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

①

日
本
の
令
制
（
継
嗣
令
）
は
、
唐
令
（
封
爵
令
）
に
準
拠
し
て
、

男
性
中
心
の
「
兄
弟
╱
皇
子
╱
親
王
╱
王
」
な
ど
の
表
現
を
主
に

用
い
て
い
る
。

②

し
か
し
、
そ
の
内
実
は
、
兄
弟
に
姉
妹
、
皇
子
に
皇
女
、
親
王
に

内
親
王
、
王
に
女
王
の
意
味
も
含
ま
れ
て
い
る
。
令
文
Ｂ
は
、
一

方
が
男
性
な
ら
ば
他
方
が
女
性
を
意
味
す
る
。
ま
た
注
釈
（
ロ
）

「
穴
」
を
み
て
も
、
Ａ
の
「
皇
の
兄
弟
」
が
「
皇
の
姉
妹
」
を
含

む
、
と
解
さ
れ
て
い
る
。

③

し
か
も
、
令
文
Ａ
は
、
唐
令
に
な
い
「
女
帝
子
亦
同
」
と
い
う
原

注
を
設
け
、「
女
帝
」
も
そ
の
「
子
」（
皇
子
・
皇
女
）
の
存
在
も

公
認
し
て
い
る
。
注
釈
（
ニ
）「
穴
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
子
」

は
、「
兄
弟
」（
姉
妹
）
の
意
味
ま
で
含
ん
で
い
る
と
み
て
よ
い
こ

と
に
な
ろ
う
。

④

ま
た
、
注
釈
（
へ
）「
古
記
」
に
よ
れ
ば
、
父
が
諸
王
で
そ
の

「
女
王
」
と
し
て
生
ま
れ
て
も
、
そ
の
女
王
が
「
女
帝
」
に
な
れ

ば
、
そ
の
子
は
親
王
（
内
親
王
）
と
な
り
、
そ
の
兄
弟
（
姉
妹
）

も
「
男
帝
」
の
場
合
と
同
様
に
親
王
（
内
親
王
）
と
為
る
、
と
解

さ
れ
て
い
る
。

⑤

さ
ら
に
、
注
釈
（
ハ
）
官
撰
の
『
令
義
解
』
と
（
ホ
）「
朱
」
に

よ
れ
ば
、
女
帝
（
内
親
王
も
）
が
四
世
以
上
（
以
内
）
の
王
と
結

婚
し
て
生
ま
れ
る
子
を
想
定
し
、
そ
の
子
も
親
王
（
内
親
王
）
と

な
る
。
た
だ
令
文
Ｂ
に
違
反
し
て
、
女
帝
（
内
親
王
）
が
五
世
王

以
下
と
結
婚
し
て
生
ま
れ
る
子
は
、
親
王
（
内
親
王
）
と
な
る
こ

と
が
で
き
る
か
ど
う
か
不
明
（
お
そ
ら
く
不
可
）
と
し
て
い
る
。

⑥

令
文
Ａ
後
半
と
Ｂ
に
よ
れ
ば
、
天
皇
の
子
孫
で
あ
っ
て
も
、
親
王

か
ら
数
え
て
五
世
の
者
は
、
王
の
名
を
称
し
て
い
て
も
「
皇
親
」

（
天
皇
の
親
族
）
の
範
囲
に
入
ら
な
い
。
そ
の
た
め
「
五
世
の
王

（
女
王
）」
な
ら
ば
「
臣
」（
こ
れ
は
（
ト
）
に
い
う
「
庶
人
」）
が

結
婚
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
う
し
て
皇
親
と
臣
下
と
の
区
別
を

明
確
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

第
二
節

六
方
八
代
の
継
承
事
情

こ
の
よ
う
に
日
本
の
律
令
法
で
は
、
中
国
の
そ
れ
と
異
な
り
「
女
帝
」

も
そ
の
「
子
」
も
公
認
さ
れ
、〞
法
〝（
の
り
）
に
適
っ
た
存
在
と
し
て
明

示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
律
令
法
の
基
本
原
則
は
、
天
皇

が
定
め
ら
れ
る
臣
僚
・
万
民
の
守
る
べ
き
法
制
で
あ
る
か
ら
、
皇
位
継
承

の
在
り
方
な
ど
は
、
朝
廷
内
の
専
権
事
項
と
し
て
、
何
も
条
文
に
規
定
さ

れ
て
い
な
い
。

た
だ
、「
継
嗣
令
」
の
中
に
「
皇
親
」（
天
皇
の
親
族
）
と
臣
民
の
区
別

（
五
世
王
以
下
は
皇
親
外
）
お
よ
び
皇
族
間
の
通
婚
（
皇
親
外
と
は
原
則

不
可
）
に
つ
い
て
定
め
る
際
、
あ
え
て
「
女
帝
の
子
も
亦
同
じ
」
と
の
原

注
を
加
え
た
の
は
、
そ
れ
を
当
然
と
し
必
要
と
す
る
来
歴
と
現
実
が
あ
っ

古代「女帝」の適法性と徳治の検証



た
か
ら
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
来
歴
と
現
実
の
在
り
方
を
、
以
下
「
女

帝
」
の
継
承
史
と
し
て
検
討
し
よ
う
。

第
一
項

危
機
に
推
戴
さ
れ
た
推
古
女
帝

皇
室
史
上
、
最
初
の
女
帝
と
認
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
第
三
十
三
代
の

推
古
天
皇
で
あ
る
。
た
だ
し
、『
日
本

７
）

書
紀
』
で
は
、
神
功
皇
后
（
第
十

四
代
仲
哀
天
皇
の
皇
后
で
あ
り
、
第
九
代
開
化
天
皇
の
五
世
孫
と
伝
え
ら

れ
る
気
長
足
姫
尊
）
が
、
特
別
に
独
立
の
一
巻
（
巻
九
）
を
立
て
ら
れ
、

歴
代
天
皇
と
同
等
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
同
じ
奈
良
初
期
成
立
の
『
播

磨
国
風
土
記
』
や
『
常
陸
国
風
土
記
』
な
ど
に
「
息
長

足
）

帯
比
売
天﹅
皇﹅
」
と

記
さ
れ
て

８
）

い
る
。
こ
れ
は
遠
征
先
の
九
州
（
朝
倉
宮
）
で
夫
君
を
亡
く
さ
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れ
、
朝
鮮
か
ら
凱
旋
直
後
に
生
ま
れ
た
幼
帝
（
応
神
天
皇
）
を
「
摂
政
」

と
し
て
補
佐
さ
れ
た
、
と
い
う
天
皇
に
相
当
す
る
よ
う
な
治
績
か
ら
、
実

質
的
に
「
女
帝
」
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
即
位
の
記
事
は
な
く

皇
后
・
皇
太
后
に
留
ま
る
。

ま
た
、
第
二
十
二
代
清
寧
天
皇
の
後
継
を
め
ぐ
り
、
億
計
王
と
弘
計
王

の
兄
弟
が
、
互
い
に
譲
っ
て
皇
位
に
即
か
な
い
状
況
下
で
、「
天
皇
姉
飯

豊
青
皇
女
」
は
、「
忍
海
角
刺
宮
」
に
於
て
「
臨
朝
乗
政

みかどまつりごと
」
さ
れ
、
ま
も

な
く
「
崩
」
じ
て
「
葛
城
埴
口
丘
陵
」
に
葬
ら
れ
た
、
と
『
日
本
書
紀
』

古代「女帝」の適法性と徳治の検証



（
顕
宗
天
皇
即
位
前
紀
）
に
天
皇
と
同
様
の
用
語
で
書
か
れ
て
い
る
。
そ

の
た
め
、
平
安
時
代
の
『
扶
桑
略
記
』
な
ど
も
「
飯
豊
天
皇
…
…
女
帝
」

と
記
し
て
お
り
、
一
時
的
に
〞
摂
政
〝
の
よ
う
な
「
朝
廷
に
臨
み
大
政
を

執
る
」
役
割
を
担
わ
れ
た
可
能
性
は
あ
る
。
し
か
し
、
歴
代
に
は
数
え
ら

れ
て
い
な
い
。

と
は
い
え
、
気
長
足
姫
尊
の
よ
う
な
四
世
紀
後
半
こ
ろ
の
皇
后
や
、
飯

豊
青
尊
の
よ
う
な
五
世
紀
後
半
こ
ろ
の
皇
女
が
、
危
機
に
陥
っ
た
朝
廷
を

救
わ
れ
た
、
と
い
う
古
伝
が
実
在
し
た
こ
と
は
、
そ
れ
以
後
の
危
機
に
際

し
て
も
、
皇
室
の
方
が
男
性
だ
け
で
は
な
く
女
性
（
皇
后
・
皇
女
た
ち
）

も
ト
ッ
プ
・
リ
ー
ダ
ー
の
役
割
を
果
た
し
う
る
、
と
考
え
ら
れ
る
要
因
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
事
実
、
そ
の
よ
う
な
輿
望
を
担
っ
て
登
壇
さ
れ
た

の
が
、
推
古
女
帝
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

推
古
女
帝
（
五
五
四
生
〜
六
二
八
崩
、
在
位
五
九
二
〜
六
二
八
）
は
、

第
二
十
九
代
欽
明
天
皇
と
妃
蘇
我
堅
塩
媛
（
大
臣
稲
目
の
女
）
と
の
間
に

生
ま
れ
た
額
田
部
皇
女
で
あ
る
。
十
八
歳
で
第
三
十
代
敏
達
天
皇
（
異
母

兄
）
の
妃
と
な
り
、
四
年
後
（
五
七
六
）「
大
后
」（
皇
后
）
に
立
て
ら
れ

る
。
し
か
し
、
九
年
後
（
五
八
五
）、
夫
君
が
崩
御
さ
れ
る
と
、
複
雑
な

皇
位
継
承
を
め
ぐ
る
争
い
に
関
わ
ら
れ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
ま
ず
異
母
弟
の
大
兄
皇
子
が
即
位
し
て
第
三
十
一
代
用
明

天
皇
と
な
ら
れ
た
。
け
れ
ど
も
、
病
弱
の
た
め
翌
年
崩
御
さ
れ
る
と
、
異

母
弟
の
穴
穂
部
皇
子
が
皇
位
を
ね
ら
う
動
き
に
出
た
の
で
、
皇
太
后
の
額

田
部
皇
女
は
、
直
ち
に
諸
皇
子
と
有
力
氏
族
を
呼
び
集
め
て
穴
穂
部
皇
子

を
攻
め
滅
ぼ
し
、
そ
の
同
母
弟
の
泊
瀬
部
皇
子
を
推
挙
し
て
第
三
十
二
代

崇
峻
天
皇
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
崇
峻
天
皇
は
外
戚
蘇
我
氏
の
意
向
に
従
が
お
う
と
さ

れ
な
か
っ
た
ら
し
く
、
大
臣
馬
子
の
密
令
を
受
け
た
者
の
手
で
暗
殺
さ
れ

る
、
と
い
う
前
代
未
聞
の
弑
逆
事
件
が
生
じ
た
。

そ
こ
で
、「
群
臣
」
た
ち
が
皇
太
后
の
額
田
部
皇
女
に
「

祚
」
す
る

こ
と
を
要
請
し
た
と
こ
ろ
、
皇
太
后
は
初
め
「
辞
譲
」
し
て
受
け
ら
れ
な

か
っ
た
。
け
れ
ど
も
、「
百
寮
」
が
再
三
上
表
し
て
懇
願
す
る
に
及
び
、

よ
う
や
く
承
諾
さ
れ
「
天
皇
璽
印
」
を
受
け
取
ら
れ
た
、
と
『
日
本
書

紀
』
同
天
皇
即
位
前
紀
に
記
さ
れ
て
い
る
。

注
意
す
べ
き
は
、
そ
の
当
時
（
五
二
九
年
）、
若
い
男
性
皇
族
と
し
て
、

敏
達
天
皇
と
広
姫
の
間
に
生
ま
れ
た
押
坂
彦
人
大
兄
皇
子
（
長
男
か
）、

敏
達
天
皇
と
額
田
部
皇
太
后
の
間
に
生
ま
れ
た
竹
田
皇
子
（
薨
年
不
明
）、

用
明
天
皇
と
穴
穂
部
間
人
皇
女
の
間
に
生
ま
れ
た
聖
徳
太
子
（
十
九
歳
）

な
ど
が
お
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、「
群
臣
・
百
寮
」
が
壮
齢
（
三
十
九
歳
）
の
額
田

部
皇
女
を
後
継
の
天
皇
と
し
て
強
く
推
戴
し
た
。
こ
れ
は
彼
ら
が
大
后

（
皇
后
）
と
し
て
九
年
近
く
夫
君
を
輔
佐
さ
れ
、
ま
た
皇
太
后
と
し
て
も

七
年
近
く
三
代
の
天
皇
（
兄
弟
）
を
後
見
し
な
が
ら
的
確
に
対
処
さ
れ
て

き
た
政
治
的
な
能
力
と
実
績
を
高
く
評
価
し
て
い
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
危
機
を
乗
り
切
る
た
め
、
従
来
は
皇
族
の
男
性
ば

か
り
で
継
承
さ
れ
て
き
た
皇
位
に
、
前
例
の
な
い
「
女
帝
」
を
立
て
る
案
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が
群
臣
の
中
（
宮
廷
内
の
有
力
者
た
ち
）
よ
り
出
さ
れ
、
多
大
な
期
待
を

担
っ
て
額
田
部
皇
太
后
が
擁
立
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
項

重
祚
さ
れ
た
皇
極＝

斉
明
天
皇

二
番
目
の
女
帝
は
、
男
帝
に
す
ら
例
の
な
い
二
度
も

祚
（
重
祚
）
を

さ
れ
た
宝
皇
女
（
五
九
四
生
〜
六
六
一
崩
）
で
あ
る
。
父
は
敏
達
天
皇
の

孫
（
押
坂
彦
人
大
兄
皇
子
の
男
）
の
茅
渟
王
（
舒
明
天
皇
の
異
母
弟
）
と

そ
の
妃
吉
備
姫
王
（
桜
井
皇
子
の
女
）
と
の
間
に
生
ま
れ
た
（
孝
徳
天
皇

は
同
母
弟
）。
初
め
高
向
王
（
用
命
天
皇
の
孫
）
に
嫁
し
て
漢
皇
子
を
産

ん
だ
が
、
の
ち
伯
父
の
田
村
皇
子
（
舒
明
天
皇
）
と
再
婚
し
、
葛
城＝

中

大
兄
皇
子
（
天
智
天
皇
）・
大
海
人
皇
子
（
天
武
天
皇
）・
間
人
皇
女
（
孝

徳
天
皇
の
皇
后
）
な
ど
を
儲
け
て
お
ら
れ
る
。

飛
鳥
の
朝
廷
で
は
、
推
古
女
帝
か
ら
指
名
を
受
け
た
田
村
皇
子
が
第
三

十
四
代
舒
明
天
皇
と
な
ら
れ
（
六
二
八
年
）、
三
年
後
そ
の
妃
の
宝
皇
女

が
大
后
（
皇
后
）
に
立
て
ら
れ
た
。
そ
れ
か
ら
十
一
年
後
（
六
四
一
年
）

夫
君
が
崩
御
さ
れ
る
に
及
び
、
当
時
そ
の
皇
子
と
し
て
四
十
歳
代
の
山
背

大
兄
皇
子
（
聖
徳
太
子
の
男
）
や
二
十
歳
位
の
古
人
大
兄
皇
子
（
母
蘇
我

馬
子
の
女
）
お
よ
び
葛
城
皇
子
と
大
海
人
皇
子
（
共
に
母
は
宝
皇
女
）
な

ど
が
い
た
に
も
拘
ら
ず
、
皇
后
だ
っ
た
宝
皇
女
（
四
十
八
歳
）
が
擁
立
さ

れ
、
第
三
十
五
代
皇
極
天
皇
と
な
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
実
現
し
た
の
は
、
約
半
世
紀
前
の
推
古
女
帝
と
同
じ
く
、
宝
皇

女
が
「
大
后
」（
皇
后
）
と
し
て
夫
君
の
大
政
を
輔
佐
し
て
こ
ら
れ
た
こ

と
、
ま
た
皇
位
を
直
系
嫡
子
に
伝
え
よ
う
と
し
て
も
、
葛
城＝

中
大
兄
皇

子
が
ま
だ
十
六
歳
で
若
す
ぎ
る
と
み
ら
れ
た
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
、
天
皇
の

重
責
に
必
要
な
実
力
を
準
備
さ
れ
て
い
た
皇
后
（
皇
太
后
）
が
、
嫡
長
子

の
成
長
を
待
つ
中
継
ぎ
と
し
て

祚
す
る
こ
と
こ
そ
当
面
一
番
ふ
さ
わ
し

い
、
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
こ
の
皇
極
天
皇
朝
に
は
、
蘇
我
蝦
夷
・
入
鹿
父
子
が
専
横
を
極

め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
同
四
年
（
六
四
五
）、
中
大
兄
皇
子

（
二
十
歳
）
は
、
中
臣
鎌
足
（
三
十
二
歳
）
ら
と
力
を
合
わ
せ
て
、
蘇
我

本
宗
家
を
打
倒
す
る
〞
乙
已
い
つ
し

の
変
〝
を
断
行
し
、
初
め
て
公
式
の
年
号

「
大
化
」
を
創
建
の
上
〞
大
化
改
新
〝
に
取
り
組
み
始
め
ら
れ
た
。

そ
の
際
、
人
心
一
新
の
た
め
、
母
君
の
皇
極
女
帝
（
五
十
一
歳
）
が
譲

位
さ
れ
、
同
母
弟
の
軽
皇
子
（
五
十
歳
）
が
即
位
し
て
第
三
十
六
代
孝
徳

天
皇
と
な
ら
れ
た
。
当
時
二
十
歳
の
中
大
兄
皇
子
は
、
即
位
す
る
こ
と
も

可
能
で
あ
っ
た
が
、
む
し
ろ
皇
太
子
の
地
位
に
留
ま
る
こ
と
で
国
政
改
革

を
積
極
的
に
進
め
て
お
ら
れ
る
。

そ
れ
か
ら
九
年
後
（
白
雉
五
年
）、
叔
父
の
孝
徳
天
皇
（
五
十
九
歳
）

が
崩
御
さ
れ
る
と
、
す
で
に
三
十
歳
近
い
中
大
兄
皇
子
が
即
位
さ
れ
て
然

る
べ
き
と
こ
ろ
、
皇
位
に
は
母
后
が
再
び

祚
し
て
第
三
十
七
代
斉
明
天

皇
と
な
ら
れ
、
皇
子
は
引
き
続
き
皇
太
子
の
立
場
で
母
帝
を
輔
佐
し
て
お

ら
れ
る
。

こ
の
斉
明
天
皇
朝
に
は
、
新
羅
が
唐
の
加
勢
を
え
て
百
済
を
滅
ぼ
し
た

（
六
六
〇
年
）。
そ
こ
で
、
同
年
七
年
（
六
六
一
）
百
済
を
救
援
す
る
た

め
、
女
帝
（
六
十
五
歳
）
み
ず
か
ら
皇
太
子
な
ど
を
率
い
て
九
州
に
遠
征

古代「女帝」の適法性と徳治の検証



さ
れ
た
が
、
現
地
で
病
没
し
て
し
ま
わ
れ
た
。
け
れ
ど
も
、
対
外
関
係
の

危
機
に
自
ら
毅
然
と
対
処
さ
れ
た
こ
と
は
、
推
古
天
皇
に
ひ
け
を
と
ら
な

い
実
績
と
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、「
女
帝
」
の
存
在
意
義
（
評

価
）
を
一
段
と
高
め
ら
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

第
三
項

直
系
継
承
に
努
め
た
持
統
女
帝

三
番
目
（
四
例
目
）
の
女
帝
は
、
第
四
十
一
代
持
統
女
帝
（
六
四
五
生

〜
七
〇
二
崩
）
で
あ
る
。
天
智
天
皇
（
中
大
兄
皇
子
）
と
嬪
蘇
我
遠
智
娘

（
倉
山
田
石
川
麻
呂
の
女
）
と
の
間
に
生
ま
れ
て
鸕
野
讃
良
皇
女
（
大
田

皇
女
は
同
母
姉
）
と
称
さ
れ
た
。
十
三
歳
で
叔
父
大
海
人
皇
子
（
天
武
天

皇
）
に
嫁
し
、
五
年
後
（
六
六
二
）
叔
母
斉
明
女
帝
に
従
っ
て
九
州
に
遠

征
中
、
那なの
大
津
（
博
多
）
で
草
壁
皇
子
を
出
産
し
て
お
ら
れ
る
。

こ
の
年
に
崩
御
さ
れ
た
斉
明
女
帝
の
後
を
継
い
で
即
位
さ
れ
た
第
三
十

八
代
天
智
天
皇
は
、
同
母
弟
の
大
海
人
皇
子
を
皇
太
弟
に
立
て
ら
れ
た
。

し
か
し
、
晩
年
（
六
七
一
年
）
に
及
び
、
庶
子
の
大
友
皇
子
を
太
政
大
臣

に
任
じ
後
継
者
に
し
よ
う
と
さ
れ
た
。
け
れ
ど
も
、
ま
も
な
く
病
床
に
臥

す
と
、
一
応
「
東
宮
」
に
後
事
を
托
そ
う
と
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
が
、
兄
帝
の
本
心
を
察
し
た
大
海
人
皇
子
は
、
固
辞
し
て
受
け

ず
、
代
わ
り
に
「
洪
業
（
皇
位
）
を
奉
じ
て
大
后
（
倭
姫
皇
后
）
に
付
属

し
ま
つ
り
、
大
友
王
を
し
て
諸
政
を
奉
宣
せ
し
め
ん
」
と
奏
請
し
て
吉
野

へ
退
か
れ
た
と
い
う
（『
日
本
書
紀
』
天
智
天
皇
十
年
十
月
庚
辰
条
）。

天
武
天
皇
即
位
前
期
に
は
「
願
陛
下
挙

天
下

付

皇
后
、
仍
立

大
友

皇
子
。
宜
為

儲
君
（
皇
太
子
）
」
と
あ
る
。
こ
の
皇
位
擁
立
案
は
実
現

し
な
か
っ
た
。
が
、
庶
子
の
大
友
皇
子
（
二
十
四
歳
）
で
な
く
「
大
后
」

の
倭
姫
女
王
（
古
人
大
兄
皇
子
の
女
）
に
皇
位
を
委
ね
る
（
称
制
か
即
位

を
求
め
る
）
提
言
が
公
然
と
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
不
法
・
不
当

な
こ
と
で
な
く
、
む
し
ろ
推
古
・
斉
明
女
帝
の
よ
う
に
皇
太
后
が
皇
位
の

危
機
を
救
い
う
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

こ
の
直
後
、
大
海
人
皇
子
は
、
妃
鸕
野
讃
良
皇
女
と
共
に
吉
野
へ
隠
棲

さ
れ
た
。
し
か
し
、
兄
帝
の
崩
御
に
よ
り
近
江
の
大
津
京
で
後
を
継
い
だ

大
友
皇
子＝

第
三
十
九
代
弘
文
天
皇
と
対
決
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
壬
申
の
乱
（
六
七
二
年
）
に
勝
利
を
お
さ
め
た
大
海
人
皇
子
は
、

第
四
十
代
天
武
天
皇
と
し
て
即
位
さ
れ
、
妃
の
鸕
野
讃
良
皇
女
（
三
十

歳
）
を
皇
后
に
立
て
ら
れ
た
。
こ
の
皇
后
は
、
十
四
年
近
い
夫
君
の
在
任

中
か
ら
「
佐

天
皇

定

天
下
。
毎

於
侍
執

之
際
、

言
及

政
事
、

多

所

補

」
と
『
日
本
書
紀
』
即
位
前
紀
に
特
筆
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
御
夫
妻
が
特
に
意
を
用
い
ら
れ
た
の
は
、
皇
位
を
直
系
の
嫡
子
孫

に
伝
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
長
子
の
草
壁
皇
子
が
十
八
歳
に

な
ら
れ
る
と
（
六
七
九
）、
わ
ざ
わ
ざ
そ
の
異
母
弟
に
あ
た
る
大
津
皇
子

（
十
七
歳
、
生
母
は
大
田
皇
女
）、
高
市
皇
子
（
十
六
歳
、
生
母
は
胸
形
徳

善
の
女
）、

刑
部
）

忍
壁
皇
子
（
十
五
歳
か
、
生
母
は
穴
人

媛
娘
）、
お
よ
び
従

弟
（
天
智
天
皇
の
皇
子
）
に
あ
た
る
河
島
皇
子
（
二
十
三
歳
）、

志
基
）

芝
基
皇

子
（
十
歳
代
か
）
な
ど
の
諸
皇
子
を
吉
野
の
宮
に
集
め
ら
れ
、「
千
歳
之

後
欲

無

事
」（
末
永
く
皇
族
間
の
争
い
事
を
起
こ
さ
な
い
で
ほ
し
い
）

と
誓
約
を
求
め
ら
れ
た
。
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す
る
と
、「
皇
子
等
」
は
、
揃
っ
て
「
現
実
ことわり

灼
然
」
な
り
と
賛
同
し
、

特
に
草
壁
皇
子
が
「
天
神
地

及
天
皇
證
也
、
吾
兄
弟
長
幼

十
餘
王

…
…
随

天
皇
勅

而
相
扶
無

」
と
誓
い
、
他
の
諸
皇
子
も
次
々
誓
約

し
た
。
そ
こ
で
天
武
天
皇
は
、
皇
子
ら
が
異
腹
（
異
母
）
で
も
今
や
「
一

母
同
産
」
の
ご
と
く
慈
し
む
の
を
喜
ば
れ
る
と
共
に
、「
若
違

此
盟
、
忽

亡

朕
身
、
皇
后
之
盟
、
且
如

天
皇
、」
と
厳
し
く
戒
め
て
お
ら
れ
る

（『
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
八
年
五
月
甲
申
条
）。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
嫡
長
子
の
草
壁
皇
子
が
後
継
者
と
し
て
確
認
さ
れ
、

他
の
皇
子
・
諸
王
た
ち
に
絶
対
背
反
し
な
い
こ
と
を
確
約
せ
し
め
ら
れ
た

こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
壬
申
の
乱
と
い
う
兄
弟
姉
妹
を
巻
き
込
ん
だ
骨

肉
の
争
い
を
勝
ち
抜
い
た
御
夫
妻
（
叔
父
と
姪
）
が
、
そ
の
再
発
を
避
け

る
た
め
に
、
嫡
長
子
継
承
の
原
則
を
厳
守
さ
せ
よ
う
と
し
て
実
施
さ
れ
た

会
盟
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
か
ら
七
年
後
の
朱
島
元
年
（
六
八
六
）、
天
武
天
皇
は
病
床
に
臥

さ
れ
、「
天
下
之
事
、
不

問

大
小
（
大
事
・
小
事
）、
悉
啓

于
皇
后
及

皇
太
子

」
と
の
勅
令
を
下
さ
れ
て
、
ま
も
な
く
崩
御
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、

皇
后
の
鸕
野
讃
良
皇
女
（
四
十
二
歳
）
は
、
皇
太
子
の
草
壁
皇
子
（
二
十

五
歳
）
が
ま
だ
若
い
（
未
熟
）
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
で
、
し
ば
ら
く

「
臨
朝
称
制
」
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
か
ら
三
年
後
（
六
八
九
）、
期
待
の
皇
太
子
草
壁
皇

子
（
二
十
八
歳
）
は
、
ま
だ
七
歳
の
軽
皇
子
（
生
母
は
阿
閉
皇
女
）
を
残

し
て
病
没
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
皇
太
后
（
四
十
五
歳
）
は
、
あ
ら

た
め
て
直
系
の
皇
孫
へ
の
継
承
に
望
み
を
託
さ
れ
、
臨
時
の
称
制
か
ら
正

式
に
皇
位
を
継
ぐ
た
め
、
翌
年
（
六
九
〇
）
正
月
、
本
格
的
な
即
位
式
を

挙
げ
、
第
四
十
一
代
持
統
天
女
帝
と
な
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

第
四
項

国
家
の
法
」
は
「
子
孫
相
承
」

そ
れ
か
ら
六
年
後
（
六
九
六
）、
太
政
大
臣
の
高
市
皇
子
（
四
十
三
歳
）

が
薨
ず
る
と
、
持
統
女
帝
（
五
十
二
歳
）
は
、
よ
う
や
く
十
四
歳
に
な
っ

た
軽
皇
子
を
日
嗣
（
皇
太
子
）」
に
立
て
よ
う
と
し
て
、
王
公
諸
臣
た
ち

を
藤
原
宮
に
招
い
て
意
見
を
求
め
ら
れ
た
。
す
る
と
「
衆
議
紛
耘
」
と
な

っ
た
が
、
女
帝
の
甥
に
あ
た
る
葛
野
王
（
弘
文
天
皇
と
十
市
皇
女
の
男
、

六
六
九
〜
七
〇
五
）
は
、
次
の
よ
う
に
奏
言
し
て

９
）

い
る
（
原
漢
文
）。

我
が
国﹅
家﹅
の﹅
法﹅
た
る
や
、
神
代
よ
り
以
来
、
子﹅
孫﹅
相﹅
承﹅
け﹅
て﹅
天﹅
位﹅

（
皇﹅
位﹅
）
を﹅
襲﹅
ぐ﹅
。
も
し
兄﹅
弟﹅
相﹅
及﹅
べ﹅
ば﹅
、
則﹅
ち﹅
乱﹅
こ
れ
よ
り
興
ら

ん
。
…
…
然
し
て
人
事
を
以
ち
て
推
さ
ば
、
聖
嗣
（
後
継
者
）
自
然

に
定
ま
れ
り
、
こ
れ
以
外
に
誰
か
敢
て
間
然
せ
ん
や
。

つ
ま
り
、
天
位
（
皇
位
）
を
襲つ
ぐ
者
の
在
り
方
は
、
神
代
の
昔
か
ら

「
国
家
の
法
」（
不
文
法
）
と
し
て
「
子
孫
相
承
」
す
る
こ
と
が
原
則
で
あ

っ
て
、
も
し
「
兄
弟
相
及
」
べ
ば
争
乱
が
起
こ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
た
び

も
直
系
の
草
壁
皇
子
を
「
聖
嗣
」
に
定
め
る
の
が
自
然
（
当
然
）
だ
、
と

い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
文
字
ど
お
り
に
「
子
孫
相
承
、
襲

天
位

」
と
い
う
の
は
、

初
代
神
武
天
皇
か
ら
十
三
代
成
務
天
皇
ま
で
し
か
な
い
。
そ
の
後
、
十
四

代
仲
哀
天
皇
は
第
十
二
代
景
行
天
皇
の
孫
（
日
本
武
尊
の
弟
）
で
あ
り
、

古代「女帝」の適法性と徳治の検証



第
十
五
代
応
神
天
皇
以
降
は
、
父
子
相
承
よ
り
兄
弟
相
続
な
ど
の
方
が
多

い
。
に
も
拘
わ
ら
ず
、
葛
野
王
（
二
十
八
歳
）
が
子
孫
相
承
（
直
系
継

承
）
を
「
神
代
以
来
」
と
強
調
し
「
我
が
国
家
の
法
」
と
強
調
し
た
の

は
、
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
を
心
情
的
に
解
す
れ
ば
、
持
統
女
帝
が
夫
君
と
の
間
に
儲
け
た
嫡

男
草
壁
皇
子
へ
の
直
系
継
承
を
切
望
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
意
向
に
沿

お
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
と
か
、
ま
た
天
智
・
天
武
両
天
皇
の
兄
弟
対
立
か

ら
始
ま
っ
た
壬
申
の
乱
（
六
七
二
年
）
で
、
父
の
大
友
皇
子
（
弘
文
天

皇
）
を
幼
少
時
（
三
歳
）
で
失
っ
た
体
験
か
ら
、
同
様
の
悲
劇
を
繰
り
返

し
て
ほ
し
く
な
い
、
と
い
う
意
思
も
あ
っ
た
か
と
想
わ
れ
る
。

た
だ
、
こ
の
主
張
が
説
得
力
を
も
ち
え
た
の
は
、
当
時
そ
れ
を
正
当
と

す
る
不
文
の
〞
法
〝
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ

は
二
十
余
年
後
の
養
老
三
年
（
七
一
九
）
十
月
辛
丑
（
十
七
日
）、
後
述

の
元
正
女
帝
が
出
さ
れ
た
次
の
よ
う
な
詔
（『
続
日

10
）

本
紀
』
所
載
）
か
ら

も
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

詔
シ
テ

曰
ク
、
開﹅
闢﹅
已﹅
来﹅
、
法﹅
令﹅
尚﹅
シ

矣
。
君
臣
定
メ

位
ヲ

運
有

所

属
ス
ル
、
泪
ン
デ

于
中
古
、
雖
ド
モ
（
従
ヒ
）
由
リ

行
フ
ト
、
未
ダ

彰
サ

綱
目
ヲ
。
降
リ
テ

至
リ

近
江
之
世
ニ

政
張
悉
ク

備
ル
。
迄
テ

於
藤

原
之
朝
ニ
、
頗
ル
有
レ
ド
モ
増
損
、
由
リ
行
フ
コ
ト
無
ク
改
ル
コ
ト
、
以
テ

為
ス
恒
法
ト
。
由
ニ
是
リ
テ
、
稽
ヘ
遠
祖
之
正
典
ヲ
考
フ
ル
ニ
列
代
之
皇

綱
ヲ
、
承

纂
ス
ル
ハ
洪
緒
ヲ
。
此
レ
皇
太
子
也
。
…
…
。

こ
の
詔
は
、
養
老
三
年
（
七
一
九
）、
元
正
女
帝
（
四
十
歳
）
が
甥
の

首おびと
皇
太
子
（
十
九
歳
）
へ
の
皇
位
継
承
を
確
実
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、

天
武
天
皇
の
皇
子
で
現
存
し
て
お
ら
れ
た
有
能
な
一
品
舎
人
親
王
（
四
十

四
歳
）
と
二
品
新
田
部
親
王
に
、「
年
歯
猶
稚
」
い
皇
太
子
を
「
宗
室
年

長
」
の
両
親
王
が
「
輔
佐
し
翼
賛
」
す
る
よ
う
求
め
、
格
別
に
舎
人
・
衛

士
を
賜
わ
り
封
戸
を
増
し
て
優
遇
す
る
に
あ
た
り
、
あ
え
て
示
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。

そ
の
文
意
を
解
す
れ
ば
、
わ
が
国
で
は
開
闢
以
来
「
法
令
」（
規
範
）

が
久
し
く
存
在
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
君
臣
の
位
（
分
義
）
を
定
め
て
正
し

く
運
用
し
、
秩
序
を
正
し
て
き
た
。
中
古
に
及
び
、
そ
れ
に
従
い
由
り
行

っ
て
き
た
け
れ
ど
も
、
ま
だ
「
綱
目
」（
具
体
的
な
規
定
）
を
定
め
て
い

な
か
っ
た
の
で
、
天
智
天
皇
の
御
代
に
至
っ
て
「
政
張
」（
政
治
制
度
）

が
悉
く
備
わ
り
、（
持
統
）
文
武
天
皇
の
御
代
ま
で
に
頗
る
増
損
（
律
令

法
の
改
定
な
ど
）
が
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
根
本
的
に
由
り
て
行
う
こ
と
に

は
改
め
る
こ
と
が
な
く
、
開
闢
以
来
の
法
令
を
「
恒
法
」（
無
窮
の
規
範
）

と
し
て
き
た
。
こ
の
恒
法
に
由
っ
て
「
遠
祖
の
正
典
」（
帝
紀
な
ど
）
を

𥡴
え
「
列
代
の
皇
綱
」（
歴
代
天
皇
の
治
績
）
を
考
え
る
と
、「
洪
緒
」

（
皇
位
）
を
承
纂
（
継
承
）
す
る
者
は
「
皇
太
子
」
で
あ
る
。（
こ
の
首
皇

子
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
を
前
掲
の
葛
野
王
の
奏
言
と
併
せ
考
え
れ
ば
、「
我
が
国
の
法
」

＝

「
法
令
」
で
は
、「
神
代
以
来
」＝

「
開
闢
已
来
」
久
し
き
に
亘
っ
て
、

「
天
位
」＝
「
洪
緒
」
は
「
子
孫
相
承
」（
直
系
継
承
）
で
世
襲
す
べ
き
も

の
と
さ
れ
、
そ
れ
が
君
臣
の
分
義
を
明
確
に
し
秩
序
を
正
す
根
本
と
な
っ
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て
き
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
前
者
で
は
天
武
天
皇
の
嫡
孫
草
壁
皇
子

が
、
ま
た
後
者
で
は
文
武
天
皇
の
嫡
子
首
皇
子
が
、
そ
れ
ぞ
れ
皇
太
子
と

な
り
皇
位
を
継
承
さ
れ
る
こ
と
こ
そ
、
自
然
で
あ
り
正
当
で
あ
る
、
と
主

張
し
確
認
し
た
こ
と
に
な
る
と
み
ら
れ
る
。

た
だ
、
こ
の
法
理
は
、
前
述
の
と
お
り
仲
哀
天
皇
以
降
（
と
く
に
仁
徳

天
皇
以
降
）
の
継
承
史
実
と
一
致
し
な
い
。
そ
れ
で
も
尚
こ
れ
が
天
祖
・

皇
祖
以
来
の
不
文
法
と
強
調
さ
れ
た
の
は
、
子
孫
相
承
（
直
系
継
承
）
こ

そ
望
ま
し
い
と
い
う
理
念
の
表
明
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
を

「
法
」
と
し
て
提
示
さ
れ
た
の
は
天
智
天
皇
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

第
五
項

天
智
天
皇
に
よ
る
「
不
改
常
典
」

こ
の
点
は
、
戦
後
す
で
に
長
ら
く
論
議
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
は
奈
良
時
代
に
も
相
次
い
だ
女
帝
の
継
承
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
の

で
、
少
し
詳
し
く
説
明
を
加
え
よ
う
。

四
番
目
（
五
例
目
）
の
女
帝
は
、
第
四
十
三
代
の
元
明
天
皇
（
六
六
一

年
生
〜
七
三
一
年
崩
）
で
あ
る
。
天
智
天
皇
（
中
大
兄
皇
子
）
と
蘇
我
姪

娘
（
倉
山
山
田
石
川
麻
呂
の
娘
）
と
の
間
に
斉
明
天
皇
七
年
（
六
六
一
）

生
ま
れ
て
阿
閉
皇
女
と
称
さ
れ
る
。
や
が
て
天
武
天
皇
と
皇
后
鸕
野
讃
良

皇
女
（
阿
閉
皇
女
の
異
母
姉
）
と
の
間
に
生
ま
れ
た
嫡
男
草
壁
皇
子
（
皇

太
子
）
の
妃
と
な
り
、
天
武
天
皇
九
年
（
六
八
〇
）
二
十
歳
で
永
高
女
王

（
内
親
王
、
の
ち
正
明
女
帝
）
を
産
み
、
三
年
後
（
六
八
三
）
に
軽
王

（
親
王
、
の
ち
文
武
天
皇
）
を
産
ん
で
お
ら
れ
る
。

こ
の
阿
閉
皇
女
に
と
っ
て
、
異
母
姉
の
持
統
女
帝
よ
り
夫
君
の
皇
太
子

を
経
て
嫡
男
の
文
武
天
皇
へ
と
皇
位
が
受
け
継
が
れ
て
い
た
か
ら
、
順
調

に
進
め
ば
天
皇
の
母
后
と
し
て
終
わ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
る

に
、
立
太
子
の
翌
年
（
六
九
七
）
わ
ず
か
十
五
歳
で
祖
母
持
統
帝
よ
り
皇

位
を
譲
り
受
け
た
文
武
天
皇
は
、
藤
原
宮
子
（
不
比
等
の
女
）
を
妃
に
迎

え
て
大
宝
元
年
（
七
〇
一
）
に
嫡
男
首
皇
子
を
儲
け
ら
れ
た
が
、
病
弱
で

あ
っ
た
ら
し
く
、
七
年
後
の
慶
雲
四
年
（
七
〇
七
）
二
十
五
歳
の
若
さ
で

崩
御
し
て
し
ま
わ
れ
た
。

そ
こ
で
、
ま
だ
七
歳
で
皇
太
子
に
す
ら
な
っ
て
い
な
い
首
皇
子
を
立
て

る
こ
と
が
で
き
ず
、
前
皇
太
子
妃
（
前
帝
生
母
）
の
阿
閉
皇
女
（
四
十
七

歳
）
が
元
明
女
帝
と
し
て
皇
位
を
つ
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
、
そ
れ
は
急
に
決
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
半
年
以
上
前
に
病
床
の

文
武
天
皇
か
ら
密
か
に
頼
ま
れ
て
い
た
の
で
、
固
辞
し
な
が
ら
も
引
き
受

け
ら
れ
た
、
と
い
う
事
情
が
、
即
位
の
宣
命
に
次
の
ご
と
く
述
べ
ら
れ
て

い
る
（
漢
字
音
を
平
仮
名
に
直
す
）。

〔
前
略
⒜
〕
去
年
（
七
〇
六
）
十
一
月
…
…
我
が
王
、
朕
が
子
（
文

武
）
天
皇
の
詔
り
つ
ら
く
、
朕
御
身
労
ら
し
く
坐
す
が
故
に
…
…
こ

の
天
つ
日
嗣
の
位
は
…
…
譲
り
賜
ふ
命
を
賜
は
り
坐
し
て
…
…
朕
は

堪
へ
じ
と
辞
び
白
し
て
受
け
坐
さ
ず
…
…
今
年
の
六
月
十
五
日
（
崩

御
当
日
）
に
、
詔
命
は
受
け
賜
ふ
と
白
し
な
が
ら
、
こ
の
皇
位
に
継

ぎ
坐
す
事
を
…
…
衆
々
聞
き
た
ま
へ
と
宣の
る
。〔
後
略
⒝
〕

し
か
も
、
こ
の
〔
前
略
⒜
〕
と
〔
後
述
⒝
〕
の
部
分
に
は
、
次
の
ご
と

く
記
さ
れ
て
い
る
（
修
飾
語
な
ど
省
略
）。

古代「女帝」の適法性と徳治の検証



⒜

倭
根
子
（
持
統
）
天
皇
、
丁
酉
（
六
九
七
）
八
月
に
、
こ
の
食
国
おすくに

天
下
の
業
を
、
日
並
知

ひ
な
め
し

（
草
壁
）
皇
太
子
の
嫡
子
、
今
御
宇
し
つ

る
（
文
武
）
天
皇
に
授
け
賜
ひ
て
、
並
び
坐
し
て
こ
の
天
下
を
治

め
賜
ひ
諧ととのへ
賜
ひ
き
。
こ
れ
は
…
…
近
江
大
津
宮
に
御
宇
し
し
大﹅

倭﹅
根﹅
子﹅
（
天
智
）
天﹅
皇﹅
の﹅
、
天
地
と
共
に
長
く
日
月
と
共
に
遠
く

不﹅
改﹅
常﹅
典﹅
と﹅
立﹅
て﹅
賜﹅
ひ﹅
敷﹅
き﹅
賜﹅
へ﹅
る﹅
法﹅
を
、
受
け
賜
り
坐
し
て
行

ひ
賜
ふ
事
と
…
…
衆
々
聞
き
た
ま
へ
と
宣
る
。

⒝

親
王
た
ち
を
始
め
て
王
・
臣
・
百
官
人
た
ち
の
浄
き
明
き
心
を
以

て
弥
務
め
に
…
…
輔
佐
た
す

け
奉
ら
む
事
に
依
て
し
、
こ
の
食
国
天
下

の
政
事
は
、
平
け
く
長
く
在
ら
む
と
な
も
念
し
坐
す
。
ま
た
天
地

と
共
に
長
く
遠
く
不﹅
改﹅
常﹅
典﹅
と﹅
立﹅
て﹅
賜﹅
へ﹅
る﹅
食﹅
国﹅
の﹅
法﹅
も
…
…
渡

り
ゆ
か
ん
と
な
も
念おも
ほ
し
め
さ
く
と
詔
り
た
ま
ふ
命
を
、
衆
々
聞

き
た
ま
へ
と
宣
る
。（
下
略
）

こ
の
う
ち
⒜
の
趣
旨
は
、
持
統
女
帝
が
夫
君
と
の
間
に
生
ま
れ
た
草
壁

皇
子
の
嫡
子
（
直
系
の
孫
）
文
武
天
皇
に
皇
位
を
譲
り
天
下
の
統
治
を
助

け
て
こ
ら
れ
た
の
は
、
父
君
の
天
智
天
皇
に
よ
り
立
て
ら
れ
た
「
不
改
常

典
の
法
」
を
承
り
行
わ
れ
た
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
分
（
元
明
女
帝
）
も

夫
君
と
の
間
に
生
ま
れ
た
文
武
天
皇
の
遺
児
（
直
系
の
孫
）
首
皇
子
へ
の

皇
位
継
承
を
果
た
す
た
め
、
中
継
ぎ
と
し
て
嫡
孫
を
助
け
る
の
で
あ
る
、

と
即
位
の
正
当
性
を
説
明
さ
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

一
方
、
⒝
の
趣
旨
は
、
こ
れ
か
ら
天
下
を
統
括
し
て
い
く
た
め
に
、
親

王
、
諸
王
や
官
人
た
ち
の
忠
誠
・
輔
佐
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
「
不
改
常

典
」
と
し
て
立
て
ら
れ
た
「
食
国
の
法
」
も
実
行
し
て
い
く
必
要
が
あ

る
、
と
協
力
・
遵
法
を
求
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
だ
、
同
じ
く

「
不
改
常
典
」（
か
わ
る
ま
じ
き
つ
ね
の
の
り
）
と
い
っ
て
も
、
⒜
は
天
智

天
皇
が
立
て
ら
れ
た
恒
久
的
な
不
文
法
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
⒝

は
天
智
天
皇
に
限
ら
ず
大
宝
こ
ろ
ま
で
に
作
ら
れ
た
具
体
的
な
実
定
法
を

さ
す
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
よ
い
と
す
れ
ば
、
⒜
の
「
法
」
と
は
、
前
述
し
た

葛
野
王
の
い
う
「
神
代
以
来
」
の
「
法
令
」
や
元
正
天
皇
の
詔
に
い
う

「
開
闢
已
来
」
の
「
恒
法
」
に
類
す
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
た
だ
、
そ
れ

を
元
明
女
帝
が
父
君
の
天
智
天
皇
に
よ
り
立
て
ら
れ
た
末
来
永
劫
に
続
け

る
べ
き
「
不
改
常
典
」
と
明
言
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
段
と
重
要
性

を
帯
び
る
も
の
に
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

第
六
項

中
継
ぎ
の
元
明
女
帝
と
元
正
女
帝

五
番
目
（
六
例
目
）
の
女
帝
は
、
第
四
十
四
代
の
元
正
天
皇
（
六
八
〇

年
生
〜
七
〇
八
年
崩
）
で
あ
る
。
前
述
の
と
お
り
、
草
壁
皇
子
と
阿
閉
皇

女
（
元
明
天
皇
）
と
の
間
に
生
ま
れ
て
永
高
女
王
（
内
親
王
）
と
称
さ
れ

た
。
こ
の
方
は
、
三
歳
年
下
の
軽
皇
子
が
病
弱
で
あ
っ
た
せ
い
か
、
文
武

天
皇
と
し
て
即
位
さ
れ
た
後
も
、
お
そ
ら
く
万
々
一
に
備
え
て
結
婚
さ
れ

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

や
が
て
同
母
弟
の
文
武
天
皇
が
二
十
五
歳
で
崩
御
さ
れ
、
遺
児
首
皇
子

の
更
な
る
成
長
を
待
つ
間
、
元
明
女
帝
が
即
位
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
一
面

で
母
（
女
帝
）
か
ら
娘
（
皇
女
）
へ
の
〞
女
系
継
承
〝
と
み
な
す
こ
と
も
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で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
実
情
は
、〞
男
系
継
承
〝
を

維
持
す
る
た
め
の
中
継
ぎ
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
九
年
目
の
霊
亀
元
年
（
七
一
五
）、
五
十
五
歳
の
元
明
女
帝

は
、
そ
の
前
年
皇
太
子
に
立
て
た
嫡
孫
の
首
皇
太
子
が
十
五
歳
で
も
「
年

歯
幼
稚
ニ
シ
テ
、
未
ダ

離
レ

深
宮
ヲ
」
と
み
な
さ
れ
て
、「
庶
務
多
端
」
の

万
機
（
公
務
）
を
娘
の
一
品
氷
高
内
親
王
（
三
十
六
歳
）
に
委
ね
る
た
め

「
伝

皇
帝
位
ヲ
」
え
て
お
ら
れ
る
（『
続
日
本
紀
』
霊
亀
元
年
九
月
庚
辰

条
の
譲
位
詔
）。

そ
れ
は
単
に
身
近
な
娘
だ
か
ら
で
な
く
、
内
親
王
が
「
早
ク

叶
ヒ

祥

符
ニ
、
夙
ク
彰
シ
徳
音
ヲ
、
天
縦
寛
仁
、
沈
静
婉
、
華
夏
載
佇
、
謳
訟
知
ル

帰
ス
ル
コ
ト
ヲ
」（
同
上
）
と
認
め
ら
れ
る
ほ
ど
有
能
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
即
位
前
紀
に
も
「（
元
正
）
天
皇
、
神
識

深
ニ
シ
テ
、
言
必
ズ

典
礼

ア
リ
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
ご
自
身
が
決
し
て
受
身
で
は
な

く
積
極
的
だ
っ
た
こ
と
は
、
即
位
の
詔
に
「
朕
欲
シ
テ
承
ケ
禅
命
ヲ
、
不

敢
テ
推
譲
セ
、
履
ミ
祚
ヲ
登
リ
極
ニ
、
欲
ス
保
タ
ン
ト
社
稷
ヲ
」
と
明
言
し
て

お
ら
れ
る
（
同
上

元
正
天
皇
紀
霊
亀
元
年
九
月
庚
辰
条
）。

そ
の
在
位
中
（
七
一
五
〜
七
二
四
年
）
内
政
外
交
に
努
力
さ
れ
た
。
と

り
わ
け
甥
の
皇
太
子
首
皇
子
へ
の
継
承
を
確
実
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、

前
述
の
養
老
三
年
（
七
一
九
年
）
詔
で
、「
宗
室
年
長
」
の
舎
人
親
王
と

新
田
部
親
王
を
輔
佐
役
に
任
じ
優
遇
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
同
八
年

（
神
亀
元
年
）
二
十
四
歳
の
首
皇
子
（
聖
武
天
皇
）
に
皇
位
を
譲
ら
れ
た

が
、
そ
の
即
位
宣
命
に
次
の
ご
と
く
記
さ
れ
て
い
る
（『
続
日
本
紀
』
神

亀
元
年
二
月
甲
午
条
）。

（
元
明
女
帝
が
元
正
女
帝
に
譲
位
の
際
「
教
へ
賜
ひ
詔
り
賜
」
う
た

こ
と
は
）
淡
海
（
近
江
）
の
大
津
宮
に
御
幸
し
し
倭﹅
根﹅
子﹅
（
天
智
）

天﹅
皇﹅
の﹅
、
万
世
に
不﹅
改﹅
常﹅
典﹅
と﹅
立﹅
て﹅
賜﹅
ひ﹅
敷﹅
き﹅
賜﹅
へ﹅
る﹅
法﹅
の
ま
に
ま

に
、
後
遂
に
は
我﹅
が﹅
子﹅
（
聖
武
天
皇
）
に
…
…
授
け
賜
へ
と
負
せ
賜

ひ
詔
り
賜
ひ
し
…
…
。
…
…
天
日
嗣
高
御
座
・
食
国
天
下
の
業
を
吾﹅

子﹅

汝
）

み
ま
し
王みこ
（
聖
武
天
皇
）
に
授
け
賜
ひ
譲
り
賜
ふ
と
詔
り
た
ま
ふ

（
元
正
）
天
皇
大
命
を
頂
き
受
け
賜
り
…
…
仕
へ
奉
る
…
…
。

つ
ま
り
、
元
明
女
帝
が
、
母
帝
か
ら
皇
位
を
受
け
継
い
だ
時
に
天
智
天

皇
の
「
不
改
常
典
…
法
」
を
教
え
ら
れ
、
そ
の
ま
に
ま
に
（
そ
れ
に
従
っ

て
）、
女
帝
か
ら
「
我
が
子
」「
吾
子
」
と
み
な
さ
れ
る
聖
武
天
皇
に
皇
位

を
授
け
賜
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
み
て
も
皇
位
の
継
承
は
天
智
天
皇
の
立
て
ら
れ
た
不
改
常
典
の

法
に
従
っ
て
、
本
来
「
子
孫
相
承
」（
直
系
継
承
）
す
べ
き
も
の
、
と
い

う
不
文
の
前
提
が
あ
っ
た
こ
と
と
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
実
の
親
子
で
は
な
い

け
れ
ど
も
、
伯
母
の
元
正
女
帝
が
、
甥
の
聖
武
天
皇
を
「
我
が
子
」「
吾

子
」
と
み
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
譲
位＝

即
位
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
で

き
た
の
だ
と
思
わ

11
）

れ
る
。

第
七
項

再
び
重
祚
の
孝
謙＝

称
徳
女
帝

六
番
目
（
七
例
目
）
の
女
帝
は
、
第
四
十
六
代
の
孝
謙
天
皇
で
あ
り
、

そ
の
方
が
約
一
世
紀
前
の
皇
極＝

斉
明
女
帝
と
同
じ
く
、
再
び
践
祚
さ
れ

て
第
四
十
八
代
の
称
徳
女
帝
（
八
例
目
）
と
な
ら
れ
た
阿
倍
皇
女
で
あ
る

古代「女帝」の適法性と徳治の検証



（
七
一
八
年
生
〜
七
七
〇
年
崩
）。

こ
の
阿
倍
皇
女
は
、
聖
武
天
皇
と
光
明
皇
后
（
藤
原
不
比
等
の
娘
）
と

の
間
に
生
ま
れ
た
。
そ
れ
か
ら
九
年
後
（
七
二
七
）
弟
の
「
基
王
」
が
生

ま
れ
て
直
ち
に
皇
太
子
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
一
歳
未
満
で
他
界
し
て
し

ま
い
、
そ
の
後
に
皇
子
は
生
ま
れ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
、
天
平
十
年
（
七
三
八
）
に
至
り
、
ま
だ
独
身
だ
っ
た
阿
倍
内

親
王
（
二
十
一
歳
）
が
、
皇
族
女
性
と
し
て
初
め
て
皇
太
子
に
立
て
ら
れ

た
。
そ
し
て
十
一
年
後
（
七
四
九
）
父
帝
（
四
十
九
歳
）
か
ら
皇
位
を
譲

ら
れ
、
未
婚
の
ま
ま
三
十
二
歳
で
孝
謙
天
皇
と
な
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
即
位
宣
命
に
、
次
の
ご
と
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
（『
続
日
本
紀
』
天
平

勝
宝
元
年
七
月
甲
午
条
）。

（
元
正
）
天
皇
の
詔
り
賜
ひ
し
く
…
…
淡
海
（
近
江
）
大
津
の
宮
に

御
宇
し
し
（
天
智
）
天
皇
の
万
世
に
不
改
かわるま

じ
き
常
典

つねののり
と
立
て
賜
ひ

敷
き
賜
へ
る
法
の
ま
に
ま
に
、
そ
の
天
つ
日
嗣
高
御
座
の
業
は
…
…

い
や
嗣
ぎ
に
な
が
御
命
（
聖
武
天
皇
）
聞
し
め
せ
と
勅
り
た
ま
ふ
御

命
を
…
…
受
け
賜
は
り
坐
し
て
、
食
国
天
下
を
恵
み
賜
ひ
治
め
賜
ふ

間
に
…
…
法﹅
の﹅
ま﹅
に﹅
ま﹅
に﹅
天
日
嗣
御
高
座
の
業
は
、
朕
が
子
（
孝
謙

女
帝
）
に
授
け
賜
ふ
と
勅
り
た
ま
ふ
（
聖
武
）
天
皇
が
御
命
を
…
…

衆
々
聞
し
め
さ
へ
と
宣
る
。

こ
こ
で
も
前
述
の
元
正
女
帝
か
ら
聖
武
天
皇
へ
の
譲
位
の
際
に
伝
え
ら

れ
た
「
天
智
天
皇
が
不
改
常
典
と
し
て
初
め
定
め
ら
れ
た
法
」
に
従
っ

て
、
聖
武
天
皇
も
「
朕
が
子
」
の
孝
謙
女
帝
に
「
御
高
座
の
業
」（
皇
位
）

を
授
け
ら
れ
た
の
だ
、
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
天
智
天
皇
が
立

て
ら
れ
た
恒
久
的
な
法
で
は
、
男
女
に
関
係
な
く
（
た
だ
実
際
は
男
子
優

先
で
）
直
系
子
孫
が
継
承
す
べ
き
も
の
、
と
い
う
理
念
が
示
さ
れ
て
い
た

と
み
ら
れ
る
。

こ
う
し
て
即
位
さ
れ
た
孝
謙
女
帝
は
、
七
年
後
（
七
五
六
）
父
帝
の

「
遺
詔
」
に
よ
り
道
祖
王
（
天
武
天
皇
の
孫
、
新
田
部
親
王
の
弟
）
を
一

た
ん
皇
太
子
と
さ
れ
た
が
、
ま
も
な
く
藤
原
氏
の
圧
力
に
よ
っ
て
廃
さ
れ

た
。
そ
の
代
わ
り
に
皇
太
子
と
さ
れ
た
大
炊
王
（
天
武
天
皇
の
孫
、
舎
人

親
王
の
弟
）
は
、
藤
原
仲
麻
呂
に
強
く
推
さ
れ
、
天
平
宝
字
二
年
（
七
五

八
）
孝
謙
女
帝
か
ら
皇
位
を
譲
ら
れ
て
第
四
十
七
代
の
淳
仁
天
皇
と
な

り
、
仲
麻
呂
を
「
朕
が
父
」
そ
の
室
を
「
母
」
と
呼
ぶ
ほ
ど
頼
り
に
さ
れ

て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
孝
謙
上
皇
は
、
淳
仁
天
皇
と
仲
麻
呂
に
反
発
を
覚
え
、

や
が
て
同
六
年
（
七
六
二
）
六
月
の
詔
で
、
ま
ず
「
朕
が
御
祖
大
皇
后

（
光
明
皇
太
后
）
…
…
朕
に
告
げ
た
ま
ひ
し
く
、
岡
宮
御
宇
天
皇
（
草
壁

皇
子
の
追
尊
号
）
の
日
嗣
か
く
て
絶
へ
な
ん
と
す
、
女
子
の
継
に
は
あ
れ

ど
も
嗣
が
し
め
ん
と
宣
り
た
ま
ひ
て
、
こ
の
政
行
ひ
給
ひ
き
。」
と
、
母

后
が
草
壁
皇
子
（
か
ら
聖
武
天
皇
を
経
て
）
の
「
日
嗣
」
が
途
絶
え
な
い

よ
う
「
女
子
の
継
」
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
自
分
に
嗣
が
し
め
ら
れ
た
こ

と
、
つ
い
で
「
今
帝
」（
淳
仁
天
皇
）
を
立
て
た
が
、
言
行
に
不
審
の
念

を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
こ
で
、
自
分
は
菩
堤
心
を
発
お
こ
し
「
出

家

て
仏
弟
子
と
成
」
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、「
但
し
政
事
は
常
の

り
・
小
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事
は
今
帝
（
淳
仁
天
皇
）
行
ひ
給
へ
。
国
家
の
大
事
・
賞
罰
の
二
柄
は
朕

（
孝
謙
上
皇
）
行
は
ん
」
と
宣
告
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
は
自
ら
皇
位
に

復
し
て
「
今
帝
」
を
皇
太
子
並
み
と
す
る
に
等
し
い
。

し
か
も
、
天
平
宝
字
八
年
（
七
六
四
）
窮
地
に
立
っ
た
藤
原
仲
麻
呂
が

反
乱
を
起
こ
す
と
、
上
皇
（
四
十
七
歳
）
は
直
ち
に
反
撃
し
て
勝
利
を
お

さ
め
、
淳
仁
天
皇
を
廃
し
て
淡
路
へ
流
し
、
重
祚
し
て
称
徳
女
帝
と
な
ら

れ
た
。
そ
の
廃
帝
配
流
を
伝
え
る
詔
に
、
次
の
ご
と
く
記
さ
れ
て
い
る

（『
続
日
本
紀
』
同
月
十
月
壬
甲
条
）。

朕
（
孝
謙
上
皇
）
が
天
の
先
帝
（
聖
武
天
皇
）
…
朕
に
勅
り
た
ま
ひ

し
く
、
天
下
は
朕
が
子
い
ま
し
に
授
け
給
ふ
事
を
し
云
は
ば
、
王
を

奴
と
成
す
と
も
奴
を
王
と
云
ふ
と
も
、
汝
の
せ
ん
ま
に
ま
に
、
た
と

ひ
後
に
帝
と
立
ち
て
在
る
人
…
…
汝
の
た
め
に
礼
な
く
し
て
従
は
ず

な
め
く
あ
ら
ん
人
を
ば
、
帝
の
位
に
置
く
こ
と
は
得
ざ
れ
。

つ
ま
り
、
上
皇
は
父
帝
か
ら
皇
位
を
授
け
ら
れ
た
時
に
「
王
位
の
者
を

奴
（
一
般
庶
民
）
と
す
る
こ
と
も
、
奴
を
王
と
称
す
る
こ
と
も
自
由
に
し

て
よ
い
、
後
に
立
て
た
帝
が
上
皇
に
無
礼
で
服
従
し
な
け
れ
ば
帝
位
を
退

去
さ
せ
よ
、
と
の
勅
言
を
賜
わ
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
廃
立

が
正
当
な
こ
と
を
弁
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
本
当
に
あ
っ
た
勅
言

な
の
か
、
そ
れ
と
も
上
皇
に
よ
る
仮
託
な
の
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
せ
よ
、

こ
れ
が
重
祚
か
ら
五
年
後
（
七
六
九
）、
道
鏡
一
派
に
よ
る
皇
位

を

誘
発
す
る
一
因
と
な
っ
た
こ
と
は
否
定
し
難
い
。

以
上
、
飛
鳥
時
代
か
ら
奈
良
時
代
ま
で
に
登
場
し
た
六
方
八
代
の
女
帝

の
継
承
事
情
を
説
明
し
て
き
た
。
そ
の
原
因
・
理
由
は
各
々
に
異
な
る

が
、
大
筋
に
お
い
て
大
和
時
代
か
ら
男
系
男
子
の
皇
位
継
承
を
慣
例
と
し

て
き
た
の
で
、
そ
れ
を
守
り
続
け
る
た
め
に
、
い
わ
ゆ
る
中
継
ぎ
と
し
て

立
て
ら
れ
た
女
帝
が
多
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
ず

れ
も
決
し
て
単
な
る
中
継
ぎ
で
は
な
い
。

そ
の
検
証
結
果
を
要
約
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
言
え
よ
う
。

◯イ

日
本
で
は
飛
鳥
以
前
か
ら
大
后
（
皇
后
）
が
大
王
（
天
皇
）
を
補
佐

し
、
危
機
に
も
対
処
し
て
い
た
か
ら
、
皇
族
で
あ
れ
ば
女
性
も
皇
位

を
担
い
う
る
と
認
め
ら
れ
て
い
た
。

◯ロ

し
た
が
っ
て
、
皇
位
継
承
者
に
は
、
皇
族
の
男
性
を
優
先
し
な
が
ら

も
女
性
を
除
外
せ
ず
、
時
に
は
成
人
男
性
が
複
数
い
て
も
、
有
能
な

女
性
が
天
皇
に
推
戴
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

◯ハ

そ
れ
ゆ
え
、
日
本
で
東
洋
史
上
初
め
て
の
女
帝
（
推
古
天
皇
）
が
誕

生
し
、
次
の
女
帝
（
皇
極
天
皇
）
も
実
績
を
残
さ
れ
た
か
ら
、
二
度

も
即
位
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

◯ニ

や
が
て
壬
申
の
乱
が
教
訓
と
な
っ
た
の
か
、
皇
位
は
「
子
孫
相
承
」

（
直
系
継
承
）
を
理
念
と
し
、
そ
れ
が
天
智
天
皇
の
定
め
ら
れ
た

「
不
改
常
典
」（
恒
久
法
）
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

◯ホ

そ
の
直
系
継
承
を
実
現
す
る
た
め
に
、
中
継
ぎ
と
し
て
孫
の
た
め
に

祖
母
（
持
統
・
元
明
）
が
立
た
れ
、
ま
た
娘
（
元
正
）
が
繫
が
れ
、

さ
ら
に
嫡
子
の
皇
女
（
孝
謙
）
が
皇
太
子
か
ら
即
位
・
重
祚
さ
れ
る

に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

古代「女帝」の適法性と徳治の検証



注１
）
『
東
洋
法
制
史
序
論
』
第
九
章
（『
廣
池
博
士
全
集
』
第
三
冊
、
二
七
四
〜

六
頁
。
初
版
昭
和
十
二
年
、
第
三
版
同
五
十
四
年
、
廣
池
学
園
事
業
部
）

２
）
『
道
徳
科
学
の
論
文
』
第
十
三
章
下
「
日
本
皇
室
の
万
世
一
系
と
そ
の
他

の
あ
ら
ゆ
る
万
世
一
系
と
の
原
因
の
考
査
」（『
道
徳
科
学
の
論
文
』
新
版
第
六

冊
、
三
七
六
〜
七
頁
。
初
版
昭
和
三
十
七
年
、
新
版
平
成
三
年
）。
新
版
で
は

原
本
の
歴
史
的
仮
名
遣
い
が
現
代
的
仮
名
遣
い
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。

３
）

縄
文
時
代
の
日
本
列
島
で
ほ
ぼ
全
域
（
沖
縄
以
外
）
に
わ
た
る
遺
跡
か
ら

一
万
数
千
点
以
上
も
発
掘
さ
れ
て
い
る
「
土
偶
」
の
特
徴
は
、
子
供
を
産
ん
だ

母
親
を
デ
フ
ォ
ル
メ
し
て
子
孫
繁
栄
・
豊
猟
豊
穣
を
祈
願
し
た
と
み
ら
れ
る
も

の
が
多
く
、m

o
th
er g

o
d
d
ess

と
も
英
訳
さ
れ
て
い
る
。

４
）

天
照
大
神
（
大
御
神
）
は
、「
天
照
日
女
之
命
」（
万
葉
集
）、「
天
照

女

貴
」「
天
照
大
日

女
尊
」（
日
本
書
記
）
な
ど
、
至
高
の
女
神
と
称
さ
れ
て
お

り
（
神
道
文
化
会
編
刊
『
天
照
大
御
神
』
資
料
篇
参
照
）、G

reit
 
G
lo
rio
u
s

 
G
o
d
d
ess

と
英
訳
さ
れ
て
い
る
（
原
田
敏
明
氏
「
天
照
大
神
」、
薗
田
稔
氏
他

編
『
神
道
史
大
辞
典
』
参
照
）。

５
）

井
上
光
貞
氏
他
校
注
『
律
令
』
第
十
三
「
継
嗣
令
」（
日
本
思
想
大
系
３
、

二
八
一
〜
二
頁
。
初
版
昭
和
五
十
一
年
、
岩
波
書
店
）
参
照
。
尚
、
私
は
名
古

屋
大
学
文
学
研
究
科
修
士
課
程
の
昭
和
四
十
一
年
度
古
代
史
演
習
（
弥
永
貞
三

教
授
指
導
）
で
「
継
嗣
令
」
解
読
を
担
当
し
た
こ
と
が
あ
る
。

６
）

新
訂
増
補
国
史
大
系
『
令
集
解
』
第
十
七
「
継
嗣
令
」（
初
版
昭
和
三
十

六
年
、
吉
川
弘
文
館
）
五
一
九
〜
五
二
五
頁
。「
古
記
」
の
み
「
大
宝
令
」
の

私
撰
注
釈
書
（
天
平
十
年
こ
ろ
成
立
）。『
令
義
解
』
は
「
養
老
令
」
の
官
撰
注

釈
書
（
天
長
十
年
完
成
）。

７
）

坂
本
太
郎
氏
他
校
注
『
日
本
書
記
』
下
（
日
本
古
典
文
学
大
系
68
、
初
版

昭
和
四
十
年
、
岩
波
書
店
）。
以
下
、
一
々
注
記
し
な
い
。

８
）

小
島

禮
氏
校
注
『
風
土
記
』（
初
版
昭
和
四
十
五
年
、
角
川
文
庫
）
所

収
『
常
陸
国
風
土
記
』
原
注
に
「
茨
城
国
造
の
初
視
…
…
は
息
長
帯
比
売
天
皇

の
朝
に
仕
へ
て
、
品
太
（
応
神
）
天
皇
の
誕
れ
ま
し
し
時
に
当
れ
り
」
と
み

え
、
ま
た
「
摂
津
国
風
土
記
」
逸
文
に
「
住
吉
と
称
る
所
以
は
、
息
長
足
比
売

天
皇
の
世
、
住
吉
天
神
現
れ
出
で
ま
し
…
…
」
等
と
記
さ
れ
て
い
る
。

９
）

小
島
憲
之
氏
校
注
『
懐
風
藻
・
文
華
秀
麗
集
・
本
朝
文
粋
』（
日
本
古
典

文
学
大
系
69
、
初
版
昭
和
三
十
九
年
、
岩
波
書
店
）。

10
）

青
木
和
夫
氏
他
『
続
日
本
紀
』
１
〜
５
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
12
〜

16
、
初
版
平
成
元
〜
十
二
年
、
岩
波
書
店
）。

11
）

不
改
常
典
」
に
つ
い
て
は
、
古
来
幾
多
の
議
論
が
あ
る
。
そ
れ
ら
を
整

理
し
て
持
論
を
展
開
さ
れ
た
田
中
卓
氏
「
天
智
天
皇
の
不
改
常
典
」（
同
著
作

集
５
『
律
令
制
の
諸
問
題
』
所
収
、
昭
和
六
十
一
年
、
国
書
刊
行
会
）
参
照
。

＊

本
稿
は
、
平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
二
日
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
の
研
究
会

で
発
表
し
た
内
容
を
補
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。
後
半
次
号
。

（
平
成
二
十
五
年
六
月
三
十
日
稿
、
十
二
月
十
日
補
）

キ
ー
ワ
ー
ド：

古
代
の
「
女
帝
」、「
法
」
の
原
義
、
天
皇
の
徳
治
、
女
帝
の
継

承
事
情
）
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﹇
追
記
﹈
近
世
女
帝
の
継
承
事
情

飛
鳥
・
奈
良
時
代
に
六
方
八
代
も
続
出
し
た
女
帝
が
、
平
安
時
代
に
入

る
と
一
例
も
な
い
。
こ
れ
は
、
新
天
皇
の
即
位
時
に
後
継
の
皇
太
子
を
立

て
、
そ
の
皇
太
子
に
は
藤
原
氏
（
主
に
摂
関
家
）
出
身
の
妃
を
入
れ
る
形

が
で
き
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
が
鎌
倉
時
代
に
も
江
戸
時
代
に
至
る
ま
で

続
い
て
い
る
。

し
か
し
、
さ
り
と
て
女
帝
の
可
能
性
を
制
度
的
に
否
定
し
た
わ
け
で
は

な
い
（
女
帝
を
想
定
し
た
儀
式
装
束
が
『
西
宮
記
』
等
に
み
え
る
）。
現

に
、
将
軍
も
大
名
も
全
て
男
性
が
当
然
と
さ
れ
た
江
戸
時
代
で
も
、
二
方

の
女
帝
が
現
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
一
方
は
、
第
一
〇
九
代
の
明
正
女
帝
（
一
六
二
三
生
〜
一
六
九
六

崩
）
で
あ
る
。
藤
原
氏
の
ご
と
く
皇
室
の
外
戚
と
な
る
こ
と
を
夢
み
た
徳

川
家
康
の
遺
志
に
よ
り
、
二
代
将
軍
秀
忠
の
娘
和まさ
子こ
が
入じゆ
内だい
し
て
後
水
尾

天
皇
の
中
宮
と
な
っ
た
（
東
福
門
院
）。
そ
の
間
に
生
ま
れ
た
興おき
子こ
内
親

王
は
、
寛
永
六
年
（
一
六
二
九
）
父
帝
が
幕
府
の
専
横
に
抗
議
し
て
突
然

譲
位
さ
れ
る
際
、
僅
か
七
歳
の
幼
女
な
が
ら
急
遽
践
祚
せ
し
め
ら
れ
た
の

で
あ
る
。

こ
れ
は
、
当
時
ま
だ
皇
太
子
に
立
て
ら
れ
る
皇
子
が
お
ら
れ
ず
、
皇
女

の
興
子
内
親
王
は
女
帝
と
な
り
え
て
も
未
婚
の
た
め
一
代
限
り
で
終
る
こ

と
を
見
越
し
て
、
中
宮
以
外
と
の
間
に
生
ま
れ
る
皇
子
が
成
長
さ
れ
る
ま

で
の
中
継
ぎ
と
さ
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

事
実
、
後
水
尾
天
皇
は
四
年
後
に
園
光
子
と
の
間
に
儲
け
た
紹
仁
親
王

が
数
え
十
一
歳
に
な
る
と
、
明
正
女
帝
を
譲
位
さ
せ
第
一
一
〇
代
後
光
明

天
皇
と
し
て
践
祚
せ
し
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
。

も
う
一
方
は
、
第
一
一
七
代
の
後
桜
町
女
帝
（
一
七
四
〇
生
〜
一
八
一

三
薨
）
で
あ
る
。
そ
の
父
帝
桜
町
天
皇
は
、
大
嘗
祭
の
本
格
的
な
再
興
な

ど
に
努
め
ら
れ
た
が
、
二
十
七
歳
で
七
歳
（
満
五
歳
）
の
皇
子
とお

仁ひと
親
王

に
譲
位
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
桃
園
天
皇
が
宝
暦
十
二
年
（
一
七
六

二
）
脚
気
の
た
め
二
十
二
歳
で
崩
御
さ
れ
て
し
ま
う
。

そ
こ
で
、
当
時
ま
だ
五
歳
（
満
四
歳
）
の
皇
子
英ひで
仁ひと
親
王
が
成
長
さ
れ

る
ま
で
の
間
、
桃
園
天
皇
よ
り
一
歳
上
の
異
母
姉
智とし
子こ
内
親
王
が
立
て
ら

れ
後
桜
町
天
皇
と
な
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
異
母
弟
が
病
弱
の
た

め
、
万
一
に
備
え
て
結
婚
も
出
家
も
せ
ず
皇
室
に
留
め
ら
れ
て
い
た
か

ら
、
皇
位
を
継
ぐ
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

や
が
て
八
年
後
（
明
和
七
年
）、
三
十
一
歳
の
女
帝
は
十
三
歳
と
な
っ

た
甥
に
譲
位
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
桜
園
天
皇
も
父
帝
と
同
じ
く

二
十
二
歳
で
病
没
さ
れ
、
当
時
ま
だ
生
ま
れ
て
ま
も
な
い
皇
女
均
子
内
親

王
し
か
お
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
後
桜
町
上
皇
（
四
十
歳
）
が
関
白
ら
と

相
談
の
上
、
閑
院
宮
の
兼とも
仁ひと
親
王
（
九
歳
）
を
前
帝
の
「
御
養
子
」
と

し
、
皇
女
を
将
来
皇
妃
と
す
る
こ
と
に
し
て
践
祚
せ
し
め
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
後
桜
町
女
帝
は
、
中
継
ぎ
と
し
て
即
位
さ
れ
た
こ
と
自

体
、
皇
統
の
危
機
を
救
わ
れ
た
と
い
え
よ
う
が
、
そ
の
九
年
近
い
在
位
中

の
体
験
・
見
識
を
ふ
ま
え
て
、
後
継
の
幼
少
な
後
桜
園
天
皇
・
光
格
天
皇

を
養
育
し
後
見
さ
れ
た
役
割
も
極
め
て
大
き
い
。

古代「女帝」の適法性と徳治の検証




